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第１節 「地域の実態把握、情報の共有機能」の好事例【香川県】

第3章　都道府県自立支援協議会の実践例

1．都道府県の基本情報

（1）都道府県の庁内体制

①都道府県名 香川県

②自立支援協議会担当部署名 健康福祉部障害福祉課

③庁内体制図



（2）都道府県下の市町村の状況

①圏域設定の状況
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②圏域の概況

【全　体】
人口面からみれば、高松圏域が突出して多く、県全体の約45％を占めている。一方、小豆圏域は県全体の
３％未満である。県庁所在地へのアクセスは、もともと県土自体が狭いので、いずれの圏域からも比較的
容易であるが、小豆島は島しょ部であるため、やや不便さが感じられる。また、社会資源においても高松
圏域が圧倒的に多く、次いで各圏域の都市部に集中している。地理的には、山間部が大部分を占めるよう
な圏域はない。ただし、圏域ごとに、訪問による相談支援１件に要する移動時間の差は大きい。（都市部
は比較的短時間で多くの訪問が可能）協議会の運営については、協議会の存在意義についての共通認識、
構成委員の主体性と連携があれば、いずれの圏域も適正な展開が期待できると思われる。

【大川圏域】
①構成市町：さぬき市・東かがわ市
②県出先機関：東讃保健福祉事務所
③状況：さぬき市と東かがわ市それぞれが独自のアプローチで事業を展開している。両市ともに発達障害

児者支援に関する取組みに力を入れており、教育関係者との連携も図れている。また、就労支援
部会も安定して活動している。

【高松圏域】
①構成市町：高松市・三木町・直島町
②県出先機関：県庁所在地
③状況：圏域が大きいため、意思統一及び実践にあたって一定の時間を要する面がある。協議組織を部会

形式からプロジェクト形式に変更したこともあり、課題を明確にしたスピーディな取組みが増えつ
つある。

【小豆圏域】
①構成市町：小豆島町・土庄町
②県出先機関：小豆総合事務所
③状況：圏域が小さいため、社会資源開発に係るニーズ妥当性の判断が難しい。一方、社会資源は少ない

がネットワークは構築しやすい。

【中讃東圏域】
①構成市町：坂出市・綾川町・宇多津町
②県出先機関：中讃保健福祉事務所
③状況：就労支援部会では、中讃東西圏域合同で事業実施している。現在は、自立支援協議会の普及啓発

に重点的に取り組んでいる。

【中讃西圏域】
①構成市町：丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町
②県出先機関：中讃保健福祉事務所
③状況：協議会の運営は相談支援事業者が中心となって進行管理している。関係機関との連携や部会の展

開については、時間をかけて取り組んでいる。地域課題の抽出・取り組む課題の優先順位付け作
業を開始している。

【三観圏域】
①構成市町：三豊市・観音寺市
②県出先機関：西讃保健福祉事務所
③状況：就労や障害福祉サービス利用に関して、比較的困難なくケース対応できているものの、将来的に

生じる困難ケースへの対応等を検討することも必要な時期にきている。今後、課題を解決してい
くために、より実効性を持った会議となるよう、協議会の委員について見直しを行う予定である。
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2．都道府県自立支援協議会の経過（発展段階に応じて）

（1）第１段階：（18年度～19年度 ）準備・試行期：（ＰＬＡＮ・ＤＯの期間）
概

況

取
組

体
制

全
国

的
な

流
れ

に
沿

い
、

県
自

立
支

援
協

議
会

を
設

置
（

既
存

組
織

で
あ

る
「

香
川

県
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
推

進
協

議
会

」
の

置
き

換
え

）。
い

わ
ゆ

る
管

理
職

で
は

な
く

、
現

場
の

実
務

者
を

委
員

に
選

定
す

る
こ

と
で

実
効

性
の

あ
る

協
議

会
を

目
指

す
意

図
が

あ
っ

た
。（

香
川

県
障

害
者

施
策

推
進

協
議

会
を

意
思

決
定

の
機

関
と

す
る

二
層

構
造

へ
の

転
換

が
今

後
の

検
討

課
題

で
あ

る
。）

ま
た

、
各

圏
域

か
ら

１
名

（
行

政
、

事
業

者
を

問
わ

ず
）

は
委

員
と

し
て

選
定

す
る

こ
と

に
よ

り
、

ス
ム

ー
ス

に
県

自
立

支
援

協
議

会
の

情
報

を
圏

域
に

流
し

、
逆

に
圏

域
の

情
報

を
県

自
立

支
援

協
議

会
で

把
握

で
き

る
よ

う
配

慮
し

た
。（

圏
域

の
課

題
に

つ
い

て
も

、
ボ

ト
ム

ア
ッ

プ
で

吸
い

上
げ

る
こ

と
を

想
定

）
更

に
は

、
就

労
、

教
育

の
問

題
が

今
後

課
題

に
な

る
こ

と
も

見
据

え
て

、
各

分
野

の
代

表
に

委
員

を
依

頼
し

た
。

な
お

、
当

事
者

若
し

く
は

当
事

者
の

声
を

届
け

る
役

割
の

委
員

が
い

な
い

が
（

当
事

者
の

代
弁

者
と

し
て

の
施

設
長

が
委

員
で

は
あ

る
）、

当
事

者
団

体
等

の
参

加
に

つ
い

て
は

、
実

際
に

協
議

会
が

動
き

出
し

て
か

ら
検

討
す

べ
き

課
題

と
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
た

。
※

19
年

度
は

、
組

織
化

さ
れ

た
本

体
協

議
会

機
能

と
し

て
で

は
な

く
、

基
金

を
使

っ
て

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

的
に

各
機

能
に

あ
た

る
活

動
を

し
た

。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
を

含
め

既
存

組
織

の
置

き
換

え
で

あ
る

の
で

、
県

担
当

者
が

、
市

町
担

当
者

及
び

委
託

相
談

支
援

事
業

者
に

、
県

自
立

支
援

協
議

会
の

委
員

へ
の

就
任

依
頼

を
す

る
と

同
時

に
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

運
営

は
市

町
及

び
委

託
相

談
支

援
事

業
者

が
行

う
こ

と
や

、
県

自
立

支
援

協
議

会
と

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

関
係

な
ど

に
つ

い
て

説
明

し
、

進
捗

管
理

し
て

い
た

。
19

年
度

は
、

可
能

な
限

り
地

域
自

立
支

援
協

議
会

に
出

席
し

て
情

報
収

集
に

努
め

、
各

担
当

者
と

の
連

携
を

図
っ

た
。

ま
た

、
研

修
事

業
に

つ
い

て
は

、
県

立
川

部
み

ど
り

園
（

知
的

障
害

者
施

設
）

の
研

修
担

当
係

と
の

連
携

を
開

始
し

た
。

【
構

成
委

員
等

】
①

精
神

障
害

者
地

域
移

行
支

援
特

別
対

策
事

業
運

営
協

議
会

・
障

害
福

祉
課

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

住
宅

課
、

健
康

福
祉

総
務

課
、

保
健

福
祉

事
務

所
、

市
町

、
精

神
科

病
院

ほ
か

②
障

害
者

就
労

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

・
障

害
福

祉
課

、
労

働
政

策
課

、
特

別
支

援
教

育
課

、
労

働
局

、
商

工
会

議
所

、
身

体
障

害
者

協
会

③
発

達
障

害
者

連
携

協
議

会
・

障
害

福
祉

課
、

特
別

支
援

教
育

課
、

子
育

て
支

援
課
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【機能別の具体的な取組み内容 】

１
地

域
の

実
態

把
握

、
情

報
の

共
有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
機

能

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）
機

能

４
広

域
・
専

門
的

相
談

支
援

の
調

整
機

能

５
人

材
育

成
機

能

全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

「
各

圏
域

の
状

況
」

と
し

て
調

査
票

を
集

約
し

て
い

た
が

、
「

課
題

」
の

抽
出

は
困

難
。

ま
た

、
書

き
方

や
内

容
も

統
一

で
き

な
か

っ
た

。

県
と

し
て

で
き

る
こ

と
、

す
べ

き
こ

と
は

何
か

、
の

検
討

。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

お
け

る
課

題
抽

出
が

困
難

。

県
・

県
自

立
支

援
協

議
会

と
し

て
、

何
が

求
め

ら
れ

て
い

る
か

が
把

握
で

き
な

か
っ

た
。

研
修

を
ど

の
よ

う
に

し
て

い
く

か
、

意
見

を
聞

く
場

に
な

っ
て

い
な

い
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

①
「

各
圏

域
の

状
況

」
と

し
て

県
自

立
支

援
協

議
会

で
報

告
（

取
り

ま
と

め
資

料
を

提
供

）。
②

地
域

自
立

支
援

協
議

会
、

各
障

害
毎

専
門

員
定

例
会

参
加

。

①
特

別
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
・

18
年

度
は

立
ち

上
げ

実
施

・
19

年
度

は
重

点
的

に
講

師
派

遣

①
19

年
度

は
県

自
立

支
援

協
議

会
か

ら
地

域
自

立
支

援
協

議
会

へ
提

言
を

し
た

。（
協

議
会

開
催

主
体

と
し

て
の

意
向

表
明

）

①
子

育
て

支
援

課
と

協
働

で
発

達
障

害
児

に
関

す
る

支
援

機
関

一
覧

及
び

手
引

き
を

作
成

。

①
相

談
支

援
従

事
者

研
修

②
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

研
修

参
加

人
数

な
ど

研
修

実
績

の
報

告
の

み
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

他
圏

域
の

取
組

状
況

が
把

握
で

き
、

情
報

交
換

と
し

て
の

意
義

は
あ

っ
た

。

①
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
原

形
の

確
認

。

①
各

圏
域

に
お

け
る

部
会

の
創

設
等

。

①
支

援
機

関
一

覧
の

配
布

。

相
談

支
援

専
門

員
及

び
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

の
養

成
以

外
は

特
に

な
し

。

残
さ

れ
た

課
題

①
課

題
の

分
析

及
び

抽
出

・
書

き
方

や
内

容
の

統
一

。

①
地

域
自

立
支

援
協

議
会

と
県

自
立

支
援

協
議

会
の

連
携

方
法

の
検

討
及

び
基

金
終

了
後

の
予

算
確

保
。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
か

ら
の
「

ボ
ト

ム
ア

ッ
プ

に
よ

る
」

全
県

的
・

広
域

的
課

題
抽

出
。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
か

ら
の

「
ボ

ト
ム

ア
ッ

プ
に

よ
る

」
全

県
的

・
広

域
的

課
題

抽
出

。

・
研

修
実

施
主

体
担

当
者

と
の

連
携

・
予

算
の

確
保

予
算

額

会
議

運
営

費
の

み

【
Ｈ

19
】

①
6,
00

0,
00

0

会
議

運
営

費
の

み

【
Ｈ

19
】

①
1,
95

0,
85

8

【
Ｈ

18
】

①
2,
87

5,
00

0
【

Ｈ
19

】
①

2,
29

6,
00

0
②

1,
63

2,
00

0

協
議

会
運

営
【

Ｈ
18

】
17

0,
00

0
【

Ｈ
19

】
11

9,
00

0
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（2）第２段階：（20年度 ）：確認・調整期（ＤＯ・ＣＨＥＣＫの期間）
概

況

取
組

体
制

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

充
実

が
県

自
立

支
援

協
議

会
の

稼
動

に
必

要
と

考
え

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
活

性
化

に
注

力
し

て
い

た
。

し
か

し
な

が
ら

、

広
域

的
な

課
題

が
ボ

ト
ム

ア
ッ

プ
で

抽
出

さ
れ

ず
、

将
来

的
に

県
自

立
支

援
協

議
会

が
形

骸
化

す
る

こ
と

が
心

配
さ

れ
た

こ
と

も
あ

り
、

地
域

自
立

支
援

協

議
会

の
活

性
化

及
び

県
自

立
支

援
協

議
会

と
の

パ
イ

プ
役

を
担

う
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
を

各
圏

域
に

２
名

配
置

し
た

。
ま

た
、

圏
域

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

と
と

も

に
県

立
施

設
利

用
者

の
地

域
生

活
移

行
を

推
進

し
た

。
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
会

議
等

に
お

い
て

各
圏

域
の

状
況

を
確

認
し

な
が

ら
、

随
時

調
整

を
行

っ
た

。

各
圏

域
に

圏
域

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

を
配

置
し

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
活

性
化

、
県

自
立

支
援

協
議

会
と

の
連

携
強

化
、
地

域
生

活
移

行
の

推
進

を
行

っ
た

。
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【機能別の具体的な取組み内容 】

１
地

域
の

実
態

把
握

、
情

報
の

共
有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
機

能

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）
機

能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

「
各

圏
域

の
状

況
」

と
し

て
調

査
票

を
集

約
し

て
い

た
が

、
「

課
題

」
の

抽
出

は
困

難
。

ま
た

、
書

き
方

や
内

容
も

統
一

で
き

な
か

っ
た

。
（

昨
年

度
と

同
様

）

地
域

協
議

会
が

活
性

化
の

た
め

に
は

、
相

談
支

援
の

強
化

が
必

要
。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

お
け

る
課

題
抽

出
が

困
難

。

県
・

県
自

立
支

援
協

議
会

と
し

て
、

何
が

求
め

ら
れ

て
い

る
か

が
把

握
で

き
な

か
っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

①
「

各
圏

域
の

状
況

」
と

し
て

県
自

立
支

援
協

議
会

で
報

告
（

事
前

に
照

会
し

た
も

の
を

資
料

に
入

れ
る

）
を

継
続

。
②

地
域

自
立

支
援

協
議

会
、

各
障

害
毎

相
談

支
援

専
門

員
定

例
会

参
加

。

①
特

別
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
②

圏
域

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

事
業

開
始

の
検

討
③

精
神

障
害

者
退

院
促

進
事

業

20
年

度
に

お
い

て
も

、
県

自
立

支
援

協
議

会
か

ら
地

域
自

立
支

援
協

議
会

へ
提

言
を

し
た

。

①
・

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

整
備

補
助

・
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
運

営
費

補
助

・
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
体

験
、

見
学

②
県

立
川

部
み

ど
り

園
と

の
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

検
討

会
を

実
施

。
③

リ
ク

エ
ス

ト
に

よ
り

、
触

法
・

権
利

擁
護

に
関

す
る

研
修

を
実

施
。

④
子

育
て

支
援

課
と

協
働

で
発

達
障

害
児

へ
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ポ
ー

ト
手

帳
を

作
成

。
⑤

特
別

支
援

教
育

課
、
子

育
て

支
援

課
、

障
害

福
祉

課
の

連
携

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

他
圏

域
の

取
組

状
況

が
把

握
で

き
、

情
報

交
換

と
し

て
の

意
義

は
あ

っ
た

。
（

昨
年

度
と

同
様

）

①
一

定
程

度
の

見
識

向
上

②
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
事

業
の

導
入

。
③

先
進

地
視

察
に

お
け

る
見

識
の

向
上

。

①
②

８
名

が
地

域
生

活
移

行
③

一
定

程
度

の
資

質
向

上
④

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ポ
ー

ト
手

帳
の

配
布

。
⑤

支
援

フ
ァ

イ
ル

「
か

け
は

し
」
の

作
成

、
普

及
啓

発
。

残
さ

れ
た

課
題

①
課

題
の

分
析

及
び

抽
出

・
書

き
方

や
内

容
の

統
一

。
①

②
情

報
交

換
を

基
に

し
た

動
き

を
各

圏
域

に
提

供
し

、
ア

ク
シ

ョ
ン

を
誘

発
す

る
か

ど
う

か
。

①
各

圏
域

に
お

け
る

実
践

②
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

実
効

性
の

向
上

③
各

圏
域

に
お

け
る

実
践

・
課

題
抽

出
の

た
め

の
研

修
を

生
か

せ
る

か
。

・
研

修
を

踏
ま

え
た

実
践

。

広
域

・
専

門
的

相
談

支
援

の
調

整
に

つ
い

て
は

、
根

本
的

な
解

決
に

な
っ

て
い

な
い

。
県

が
行

う
べ

き
こ

と
の

確
認

。
④

⑤
普

及
、

活
用

状
況

の
調

査

予
算

額

会
議

運
営

費
の

み

①
9,
20

0,
00

0
②

０
③

1,
00

0,
00

0

①
21

,9
00

,0
00

②
０

③
上

記
２

の
①

に
含

ま
れ

る
。

④
3,
55

1,
00

0
⑤

他
課

の
予

算
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第

３

章

５
人

材
育

成
機

能

全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

県
自

立
支

援
協

議
会

で
の

扱
い

方
が

明
確

で
な

い

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

①
相

談
支

援
従

事
者

研
修

②
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

研
修

③
強

度
行

動
障

害
支

援
セ

ミ
ナ

ー 触
法

行
為

の
あ

る
障

害
者

支
援

セ
ミ

ナ
ー

①
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
事

業

具
体

的
な

取
組

み
成

果

③
一

定
程

度
の

資
質

向
上

残
さ

れ
た

課
題

③
根

本
的

な
解

決
に

な
っ

て
い

な
い

。
予

算
が

な
い

と
実

施
で

き
な

い
。

①
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

実
効

性
の

向
上

予
算

額

①
1,
66

0,
00

0
②

1,
12

8,
00

0
③

1,
00

0,
00

0

①
4,
80

0,
00

0

協
議

会
運

営
83

,0
00
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（３）第３段階：（21年度～）確認・改善期（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮの期間）
概

況

取
組

体
制

継
続

し
て

、
可

能
な

限
り

地
域

自
立

支
援

協
議

会
等

に
参

加
し

て
、

状
況

の
把

握
に

努
め

た
。

19
、

20
年

度
に

お
い

て
行

っ
た

事
業

を
振

り
返

り
、

継
続

し

て
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
活

性
化

及
び

相
談

支
援

専
門

員
の

資
質

向
上

が
重

要
と

位
置

づ
け

、
社

会
資

源
の

開
拓

や
地

域
課

題
の

抽
出

に
係

る
各

種
研

修

を
実

施
し

た
。

ま
た

、
研

修
実

施
に

よ
る

効
果

に
は

限
界

が
あ

る
た

め
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

お
け

る
課

題
の

抽
出

作
業

の
一

助
と

し
て

、
相

談
支

援

事
業

実
績

集
計

ソ
フ

ト
（

ミ
ラ

ク
ル

Ｑ
）

の
導

入
検

討
を

行
っ

て
き

た
。

基
本

的
に

は
20

年
度

と
同

様
の

取
組

体
制

で
あ

る
。

各
課

横
断

的
に

取
組

む
協

議
会

に
つ

い
て

は
事

務
局

を
明

確
化

す
る

な
ど

、
組

織
と

し
て

の
修

正
が

加

え
ら

れ
て

い
る

。
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第

３

章

１
地

域
の

実
態

把
握

、
情

報
の

共
有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
機

能

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）
機

能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

「
各

圏
域

の
状

況
」

と
し

て
調

査
票

を
集

約
し

て
い

た
が

、
「

課
題

」
の

抽
出

は
困

難
。

ま
た

、
書

き
方

や
内

容
も

統
一

で
き

な
か

っ
た

。
（

昨
年

度
と

同
様

）

地
域

自
立

支
援

協
議

会
が

活
性

化
す

る
た

め
に

は
、

相
談

支
援

の
強

化
が

必
要

。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

お
け

る
課

題
抽

出
が

困
難

。

県
・

県
自

立
支

援
協

議
会

と
し

て
、

何
が

求
め

ら
れ

て
い

る
か

が
把

握
で

き
な

か
っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

①
「

各
圏

域
の

状
況

」
と

し
て

県
協

議
会

で
報

告
（

事
前

に
照

会
し

た
も

の
を

資
料

に
入

れ
る

）
を

継
続

。
②

地
域

自
立

支
援

協
議

会
、

各
障

害
毎

相
談

支
援

専
門

員
定

例
会

参
加

。
③

圏
域

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

事
業

①
特

別
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
②

相
談

支
援

事
業

実
績

集
計

ソ
フ

ト
（

ミ
ラ

ク
ル

Ｑ
）

の
導

入
検

討

①
ミ

ラ
ク

ル
Ｑ

の
導

入
検

討
②

課
題

抽
出

の
た

め
の

研
修

実
施

③
相

談
支

援
事

業
に

関
す

る
理

念
の

検
討

に
つ

い
て

提
案

①
・

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

整
備

補
助

・
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
運

営
費

補
助

・
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

等
体

験
、

見
学

②
県

立
川

部
み

ど
り

園
と

の
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

検
討

会
を

実
施

。
③

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ポ
ー

ト
手

帳
記

入
例

ほ
か

作
成

。
④

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
サ

ポ
ー

ト
手

帳
、

支
援

フ
ァ

イ
ル

「
か

け
は

し
」

の
普

及
及

び
活

用
状

況
調

査

具
体

的
な

取
組

み
成

果

他
圏

域
の

取
組

状
況

が
把

握
で

き
、

情
報

交
換

と
し

て
の

意
義

は
あ

っ
た

。
（

昨
年

度
と

同
様

）
②

と
③

に
よ

り
担

当
者

と
地

域
自

立
支

援
協

議
会

構
成

員
の

問
題

意
識

の
す

り
合

わ
せ

が
で

き
た

。

①
一

定
程

度
の

見
識

向
上

②
研

修
会

の
実

施
と

事
業

所
へ

の
パ

ソ
コ

ン
購

入
費

用
の

助
成

。

課
題

の
整

理
や

順
位

付
け

の
作

業
に

取
組

み
始

め
た

圏
域

も
あ

る
。

①
②

６
名

が
地

域
生

活
移

行
（

Ｈ
22

．
２

月
現

在
）

残
さ

れ
た

課
題

①
課

題
の

分
析

及
び

抽
出

・
書

き
方

や
内

容
の

統
一

。
①

②
各

圏
域

の
積

極
性

に
差

が
生

じ
て

い
る

の
で

、
圏

域
間

交
流

も
奨

励
し

、
運

営
方

法
の

ヒ
ン

ト
の

共
有

を
す

る
か

ど
う

か
。

③
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

実
効

性
の

向
上

①
各

研
修

を
踏

ま
え

た
実

践
。

②
全

県
的

な
導

入
の

実
現

及
び

相
談

支
援

事
業

の
あ

り
方

検
討

。

①
導

入
に

係
る

調
整

②
課

題
抽

出
の

た
め

の
研

修
を

実
践

に
つ

な
げ

ら
れ

る
か

。

・
広

域
、

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

に
つ

い
て

は
、

シ
ス

テ
ム

が
構

築
で

き
ず

、
根

本
的

な
解

決
に

な
っ

て
い

な
い

。
・

県
が

行
う

べ
き

こ
と

の
確

認
。

予
算

額

会
議

運
営

費
の

み

①
2,
40

0,
00

0

①
②

③
59

0,
00

0
※

②
は

上
記

２
の

①
に

お
い

て
実

施
し

た
も

の
も

あ
る

。

①
33

,5
25

,0
00

②
0

③
1,
67

7,
00

0
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５
人

材
育

成
機

能

全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

県
自

立
支

援
協

議
会

で
の

扱
い

方
が

明
確

で
な

い
。

①
連

携
組

織
の

関
係

に
整

理
す

べ
き

部
分

が
あ

る
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

①
相

談
支

援
従

事
者

研
修

②
サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

研
修

③
強

度
行

動
障

害
支

援
セ

ミ
ナ

ー
触

法
行

為
の

あ
る

障
害

者
支

援
セ

ミ
ナ

ー

②
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
事

業

具
体

的
な

取
組

み
成

果

③
一

定
程

度
の

資
質

向
上

残
さ

れ
た

課
題

・
県

自
立

支
援

協
議

会
に

お
け

る
研

修
に

関
す

る
意

見
を

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
さ

せ
る

。
・

研
修

実
施

担
当

者
と

の
連

携
（

方
向

性
の

す
り

合
わ

せ
）

①
連

携
組

織
の

位
置

づ
け

や
役

割
、

関
係

の
整

理
等

②
圏

域
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

実
効

性
の

向
上

予
算

額

①
1,
34

2,
00

0
②

99
0,
00

0
③

90
0,
00

0

協
議

会
運

営
83

,0
00

②
3,
60

0,
00

0



3．香川県の取り組みをふまえて（コメント）

○障害者自立支援法施行以前から、圏域サービス連絡調整会議を実施されており、また平成16年度から香川県

ケアマネジメント推進協議会を設置し、相談支援体制の確立にとり組んでいた経過があり、今日の自立支援

協議会のべースになっていたようです。

○障害者自立支援法の施行により、ケアマネジメント推進協議会は発展解消されましたが、自主運営で相談支

援専門員定例会が設置され、間接的に自立支援協議会との連動がはかられています。特に人材育成について

は県立施設と連絡会メンバーが、中核となり運営に充たられているようです。

○自立支援協議会の設立の意義については、県がリード役となり各圏域を巡回し、全国で先駆的に実践されて

いる特別アドバイザーを招聘し、周知普及活動に力を注がれました。また県の体制整備事業として発達障害

連携協議会、就労支援ネットワーク、地域移行支援特別対策事業協議会を立ち上げられ、部局を横断した広

域・専門的機能の拡充にも取り組まれてきました。

○平成19年度から特別アドバイザー、20年度からは圏域に２名づつマネージャーを配置し各地域自立支援協議

会に派遣、また県主導で地域自立支援協議会委員対象の研修会を開催するなど、地域のボトムアップにとり

組まれてきました。平成20年度からは県の単独研修として強度行動障害支援セミナーや触法行為のある障害

者支援セミナーを開催し相談支援事業者の底上げも実施されてきました。

○地域自立支援協議会の立ちあげから今日まで、県のリードとしての役割が大きく平成20年度県自立支援協議

会から地域自立支協議会に対して、「地域移行」をキーワードとする提言がなされ、圏域マネージャーととも

に県立施設利用者の地域移行を推進、地域自立支援協議会との連携の具体的取り組みの成果となったようで

す。先行的に県立施設からの地域移行に取り組んでいる段階で、地域自立支援協議会には部会はまだ設置さ

れていません。本来自立支援協議会はボトムアップ方式、つまり地域の課題が都道府県に持ち上がっていく

のが望ましい姿ですが、地域自立支援協議会活性化の手法として、県から地域への提案というトップダウン

方式をとられ成果を上げられたことは、手法にとらわれず実践ありきの大切さを教示しています。

○平20年度に部局横断で個別支援ファイル「サポート手帳かけはし」を作成、特別支援教育課、子育て支援課、

障害福祉課の連携の必要性を確認され、手帳の周知、普及に努められました。また、全圏域に就労支援部会

を設置され、労政部局、教育委員会と連携し障害者雇用の推進に努めてこられました。

○地域自立支援協議会での課題抽出が議論される基盤整備として、相談支援事業実績集積ソフト「ミラクルＱ」

を全県的に取りあげ、地域自立支援協議会の活性化と県自立支援協議会との連動と重層構造を意識した取り

組みがなされた。またソフトの導入にあたっては約一年間試行利用、意見交換、使用に関する研修会等を実

施され、相談支援専門員の資質の向上と地域自立支援協議会の意義の確認にもつながったようです。

○全体としてのまとめ

香川県における自立支援協議会は自立支援協議会が体制整備のスタートではなく、もともと存在していた香

川県ケアマネジメント推進協議会をリニュウアルする形で実施されたので、比較的スムーズに立ち上がって

います。また立ちあげ以降は県が強力なリーダーシップをとり、６圏域の体制整備を実施して来られたとい

う経過が、様々な取り組みや仕掛けでみてとれます。本来、地域自立支援協議会活動が活動的に運営され、

そこを都道府県自立支援協議会がバックアップするボトムアップ方式が望まれますが、地域自立支援協議会
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の活性化があってのボトムアップ方式ですので、その部分においてはトップダウン方式で地域の体制を整備

する香川県のやり方も、結果として全県的な活動の推進につながる手法のひとつとして、評価されるのでは

ないかと思います。
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第2節「地域の相談支援体制のバックアップ機能」の好事例【神奈川県】

1．都道府県の基本情報

（1）都道府県の庁内体制

①都道府県名 神奈川県

②自立支援協議会担当部署名 保健福祉部障害福祉課地域生活支援班

③庁内体制図（平成22年３月現在）
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（2）都道府県下の市町村の状況

①圏域設定の状況

人口：（22年1月1日現在）
面積：（21年10月1日現在）

神奈川県の障害保健福祉圏域



②圏域の概況
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神奈川県は、関東地方の南西端、東京都の南に位置し、県庁所在地は横浜市である。県全体の人口は

900万人を超え、東京都に次ぐ人口の多さであるが、面積は約2,400平方キロメートルであり、人口密度が

高い。

地形は、起伏の激しい山がちの西部地域、丘陵地性の東部地域、相模川を中心として、その両岸に広が

る平坦な段丘と低地とからなる中央地域に大きく分かれている。

本県では、平成９年に障害保健福祉圏域（以下「圏域」という。）を設定し、政令市を含む８圏域によ

り構成されている。相談支援体制整備については、政令市２市では、障害者自立支援法施行以前から独自

の相談支援体制を構築していたことから、法施行以降は都道府県自立支援協議会において両市の障害福祉

主管課長が委員として参画することで、両市の相談支援体制の進捗状況について情報交換等を行っている。

また、相模原市については、１市で圏域を構成していることから、県の広域調整の位置づけから除くと

ともに、政令市同様に、都道府県自立支援協議会に参画する形を取っている（平成22年４月からは相模原

市が政令指定都市に移行）。

県全体の人口が900万人を超え、４月からは政令市が３市となる都市部を抱える一方、県西圏域」のよ

うに、人口比率は県全体の４％だが、面積では県全体の25％を占めている圏域もあり、政令市と県所管域

での社会資源の整備状況及び県所管域5圏域間での整備状況についても差異が見られる。

また、本県では、市町村ごとに設置されている地域自立支援協議会に加えて、「横須賀・三浦」、「湘南

東部」、「湘南西部」、「県央」及び「県西」の複数の市町村から構成される圏域に「圏域自立支援協議会」

を設置し、その運営を社会福祉法人に委託する形で、圏域自立支援協議会の構成員となっている、各地域

自立支援協議会の運営状況の把握及び地域自立支援協議会の運営支援をはじめ、重層的な相談支援体制の

構築を都道府県相談支援体制整備事業により「障害保健福祉圏域相談支援等ネットワーク形成事業」とし

て行っている。

各圏域における地域自立支援協議会の状況は、隔月開催される「圏域事業調整会議（以下「調整会議」

という。）」にて把握・情報交換するとともに、多項目にわたる圏域ごとの課題についても、この調整会議

の場で把握し、都道府県自立支援協議会で協議する議題調整等行っている（圏域自立支援協議会を設置し

ているため、この調整会議の役割が重要である）。

１【横須賀・三浦圏域】

中核市を含む４市１町から圏域を構成している。平成22年３月設置予定の地域自立支援協議会を含む５

地域自立支援協議会がある。設置している協議会は全て単独設置で、未設置も含め、協議会の設置につい

ては、後発圏域であったが、地域生活支援事業のガイドライン作成や災害時の要援護障害者の受入れに関

する協定所の締結等、地域自立支援協議会ごとに独自の取組みが進められている。

また、圏域自立支援協議会では、短期入所サービスに係る課題について、年間の検討経過を県障害者自

立支援協議会に報告する等の取組みを行っている。

２【湘南東部圏域】

２市１町で構成。協議会は１市１町及び１市での２地域自立支援協議会がある。ひとつは、個別支援会

議から抽出される地域課題に対する取組や障害福祉計画策定への参画等協議会が活性化しているが、もう

ひとつは、市町共同設置で協議会運営を進めてきたが、施策への反映状況等市町の取組み状況に差がある

ことから、必要な課題については協力・連携することとして、地域自立支援協議会については新たに個別

に設置する方向で次年度に向け調整中である。

圏域では、障害者の就労促進に向けた検討経過のレポート作成や施設との協働による成年後見制度の利

用促進に向けたモデル的な取組み等を行っている。
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３【湘南西部圏域】

３市２町で構成。３市ごとに3地域自立支援協議会及び２町共同設置による地域自立支援協議会の合計

４つの地域自立支援協議会がある。

この圏域では、障害者自立支援法施行以前から相談支援体制の枠組みを活用して、早期から部会ごとの

検討を進めている市や、隣接市町より取組みが遅れていたグループホーム入居者への家賃補助について、

自立支援協議会での検討、提言を受け市の施策として実現した市のように、協議会が活性化している一方

で、設置はしたが、部会のレベルでの取組みの活性化にむけ課題を残している地域もある。

また、圏域内に特別支援学校が６校あることから、圏域単位で「特別支援教育ネットワーク」を構成し

て障害児の課題について情報交換を行う等、圏域の社会資源の整備状況を踏まえた取り組みが行われてい

る。

４【県央圏域】

５市１町１村から構成しているが、地域自立支援協議会は４市が単独設置で、１市１町１村の共同設置

の計５つの地域自立支援協議会がある。いずれも平成19年度上半期までに設置され、協議会も個別支援会

議を基礎とした課題抽出が行われている地域である。

また、圏域単位で委託相談支援事業所による連絡会を定期的に実施しており、専門相談機関を含めた支

援困難事例に対する課題解決の取り組みを行っている。

５【県西圏域】

２市８町で構成。「１市３町」と「１市５町」の２つの地域自立支援協議会がある。この圏域だけで、

県全体の４分の１を占めているため、移動に時間を要する地域である。このため、事業所のカバーする地

域が広範囲であること、観光地を抱え休日の道路事情の問題や利用者が点在していること等、サービス提

供体制の確保の点で事業者が参入しにくい状況がある。こうしたことから、この圏域は、障害福祉サービ

ス事業が２市に集中しており、町には資源が少ないため、圏域単位のネットワーク構築が重要であり、２

期障害福祉計画策定において、圏域全体を視野に入れた障害福祉サービスの将来見通し及び必要なサービ

スの確保に向けた取組みを図っていくこととしている。

６　横浜市：市の自立支援協議会と合わせ、区ごとに自立支援協議会を設置予定である。（平成22年３月

現在18区中17区に設置済）。相談支援体制についても、身近な相談者、個別支援会議を中心的に開催する

区役所を始めとした一次相談機関、更生相談所や入所施設等の専門相談機関を中心とする二次相談機関の

重層構造で展開している。

７　川崎市：７区からなり、市の自立支援協議会を最上位の協議会として、区ごとに自立支援協議会を設

置している。相談支援体制については、「障害者生活支援センター」が基幹型と地域型に分かれて存在し

ている。30数箇所の委託相談支援事業所があるが、そのうちの12箇所が基幹型となっており、区の自立支

援協議会の運営や困難事例への対応などの機能を地域型のセンターに付加して行っている。

８　相模原市：平成19年度に市障害者自立支援協議会を設置。現在３部会構成。平成18年、19年に旧津久

井郡４町を合併したため、１市ではあるが、旧相模原市域と津久井地域４町では、人口、面積、社会資源

の整備状況について差異が見られる。１市で１障害保健福祉圏域を構成しているため、圏域自立支援協議

会は設置していない。平成22年４月から制令市へ移行予定。
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2．都道府県自立支援協議会の経過（発展段階に応じて）
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所
や

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

等
、

実
際

に
障

害
者

支
援

に
従

事
す

る
者

の
質

の
向

上

と
交

流
、

連
携

を
図

り
、

地
域

に
お

け
る

総
合

的
な

障
害

者
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
整

備
を

行
っ

た
。

福
祉

事
務

所
や

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

の
他

、
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

や
作

業
所

の
支

援
員

、
精

神
科

病
院

の
P
SW

、
居

宅
介

護
事

業
所

の
ヘ

ル
パ

ー
、

訪
問

看

護
師

、
介

護
支

援
専

門
員

等
が

参
加

。
市

（
本

庁
）

の
障

害
保

健
福

祉
部

と
障

害
者

更
生

相
談

所
が

事
務

局
と

し
て

参
加

。

平
成

15
年

度
に

設
置

し
た

「
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
連

絡
会

」
の

体
制

強
化

を
図

る
た

め
、

平
成

16
年

度
か

ら
は

市
内

を
4つ

の
地

区
に

分
け

、
地

区
別

分
科

会

を
立

ち
上

げ
た

。

（
1
）
第
１
段
階
：
（
1
8
年
度
～
1
9
年
度
）
準
備
・
試
行
期
：
（
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
・
Ｄ
Ｏ
の
期
間
）



第3章　都道府県自立支援協議会の実践例

44

（
2
）
第
2
段
階
：
制
度
移
行
期
（
H
1
8
年
度
～
H
2
1
年
度
）

取
組

体
制

概
況

第
２

段
階

以
降

は
県

域
（

政
令

市
を

除
く

）
に

つ
い

て
の

記
述

で
す

。

「
障

害
保

健
福

祉
圏

域
相

談
支

援
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

」
の

開
始

※
平

成
18

年
度

は
法

施
行

が
あ

り
、

実
質

的
な

推
進

体
制

は
平

成
19

年
度

か
ら

現
行

の
体

制
で

推
進

し
て

い
る

。

第
１

段
階

に
お

い
て

、
行

政
機

関
中

心
の

枠
組

み
で

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

体
制

の
推

進
に

取
組

ん
で

き
た

が
、

複
数

の
市

町
村

で
構

成
さ

れ
る

県
内

の
５

つ
の

障
害

保
健

福
祉

圏
域

で
「

都
道

府
県

相
談

支
援

体
制

整
備

事
業

」
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

、
社

会
福

祉
法

人
等

に
運

営
を

委
託

す
る

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
を

設
置

し
て

重
層

的
な

相
談

支
援

体
制

の
構

築
を

図
る

「
障

害
保

健
福

祉
圏

域
相

談
支

援
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

（
以

下
「

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

」
と

い
う

。）
」

を
開

始
し

た
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

他
県

で
も

配
置

型
で

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

事
業

を
実

施
し

て
い

る
と

こ
ろ

が
あ

る
が

、
本

県
の

特
徴

と
し

て
は

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
事

業
に

お

い
て

隔
月

開
催

さ
れ

る
「

圏
域

事
業

調
整

会
議

（
以

下
「

調
整

会
議

」
と

い
う

。）
」

に
よ

り
、

５
圏

域
の

事
業

進
捗

状
況

把
握

や
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

進
捗

状
況

を
把

握
で

き
る

こ
と

に
あ

る
。

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
を

設
置

し
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

構
成

員
が

委
員

と
な

る
こ

と
で

、
三

層
構

造
の

相
談

支
援

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

都
道

府
県

自
立

支
援

協
議

会
で

取
り

上
げ

る
議

題
調

整
な

ど
、

こ
れ

に
よ

り
、

受
託

事
業

者
は

他
圏

域
の

状
況

も
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
。

ま
た

、
こ

の
調

整
会

議
の

構
成

員
は

県
内

の
専

門
相

談
機

関
も

含
ま

れ
て

い
る

た
め

、
専

門
相

談
に

つ
い

て
も

圏
域

単
位

で
の

事
業

展
開

に
取

組
み

や
す

い
。

な
お

、
政

令
市

及
び

1市
で

圏
域

を
構

成
し

て
い

る
中

核
市

に
つ

い
て

は
、

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
は

設
置

せ
ず

、
神

奈
川

県
障

害
者

自
立

支
援

協
議

会
に

お
い

て
県

全
体

の
相

談
支

援
体

制
を

把
握

す
る

こ
と

と
し

た
。

【
県
の
取
組
み
体
制
】
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第

３

章

取
組

体
制

【
圏
域
自
立
支
援
協
議
会
と
障
害
保
健
福
祉
圏
域
相
談
支
援
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
の
関
係
】

１
　
圏
域
自
立
支
援
協
議
会
の
設
置

（
１

）
相

談
支

援
等

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

を
図

る
た

め
、

都
道

府
県

自
立

支
援

協
議

会
に

加
え

て
、

５
つ

の
障

害
保

健
福

祉
圏

域
に

圏
域

自
立

支
援

協

議
会

を
設

置
す

る
。

（
２

）
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

の
設

置
・

運
営

業
務

は
、

社
会

福
祉

法
人

等
に

委
託

し
、

年
に

２
回

以
上

開
催

す
る

。

２
　
相
談
支
援
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
の
実
施

（
１

）
５

つ
の

各
障

害
保

健
福

祉
圏

域
に

お
い

て
、

相
談

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
の

形
成

を
図

る
た

め
、

関
係

機
関

の
連

絡
調

整
会

議
等

の
開

催
に

よ
る

各
種

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
形

成
、

研
修

事
業

等
を

実
施

す
る

。

◆
神
奈
川
県
の
相
談
支
援
体
制
の
枠
組
み
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【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】

１
地

域
の

実
態

把
握

、
情

報
の

共
有

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
　

当
初

か
ら

「
調

整
会

議
」

の
場

で
、

地
域

実
態

を
把

握
す

る
環

境
や

「
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

」
に

出
席

す
る

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

構
成

員
に

対
し

て
情

報
共

有
す

る
枠

組
み

は
あ

っ
た

が
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
が

未
設

置
で

あ
る

か
、

地
域

課
題

が
協

議
会

の
課

題
と

し
て

、
整

理
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

多
く

、
報

告
中

心
で

あ
っ

た
。

○
　

現
在

で
は

、
1市

を
除

く
全

て
の

市
町

村
で

地
域

自
立

支
援

協
議

会
を

設
置

し
、

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
を

通
じ

た
実

態
把

握
及

び
情

報
共

有
が

で
き

て
い

る
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
　

実
態

把
握

に
つ

い
て

は
、

「
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

」
事

務
局

で
あ

る
受

託
法

人
が

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
の

場
や

圏
域

内
の

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

出
席

し
て

状
況

の
把

握
を

行
っ

た
。

情
報

共
有

に
つ

い
て

は
、

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
の

場
で

各
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
構

成
員

や
受

託
法

人
か

ら
情

報
提

供
を

行
っ

た
。

ま
た

、
県

レ
ベ

ル
で

の
共

有
に

つ
い

て
は

、
受

託
法

人
か

ら
県

協
議

会
委

員
と

し
て

報
告

を
行

っ
た

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
　

当
初

、
全

体
の

情
報

量
と

し
て

は
少

な
い

時
期

も
あ

っ
た

が
、「

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
」

及
び

「
調

整
会

議
」

が
あ

る
こ

と
で

、
タ

テ
の

流
れ

（
地

域
・

圏
域

・
県

）
と

ヨ
コ

の
流

れ
（

地
域

連
携

）
の

実
態

把
握

・
情

報
共

有
を

効
率

的
に

行
う

こ
と

が
可

能
と

な
っ

た
。

残
さ

れ
た

課
題

○
　

実
態

把
握

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
受

託
法

人
に

配
置

し
た

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

が
相

談
支

援
事

業
所

の
事

例
検

討
会

や
業

務
連

絡
会

に
出

席
す

る
か

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

か
ら

の
報

告
等

に
よ

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
客

観
的

に
評

価
さ

れ
た

も
の

で
は

な
い

。

予
算

額

「
全

体
」

の
予

算
額

欄
に

記
載

取
組

体
制

（
２

）
相

談
支

援
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

は
、

社
会

福
祉

法
人

等
に

委
託

し
て

実
施

す
る

（
以

下
「

受
託

法
人

」
と

い
う

。）
。

（
３

）
受

託
事

業
者

は
、

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
の

合
意

の
下

、
関

係
機

関
の

支
援

・
協

力
を

得
て

、
事

業
実

施
す

る
。（

事
業

実
施

計
画

を
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

に
諮

っ
た

上
、

策
定

し
、

事
業

終
了

後
、

実
施

結
果

の
報

告
を

協
議

会
に

行
う

。）
３
　
圏
域
事
業
調
整
会
議

（
１

）
役

割
・

構
成

相
談

支
援

等
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
事

業
の

取
り

ま
と

め
を

行
い

、
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

で
の

地
域

課
題

の
抽

出
、

神
奈

川
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

へ
の

報
告

事
項

の
調

整
、

受
託

法
人

間
の

情
報

交
換

の
機

会
、

及
び

受
託

法
人

へ
の

必
要

な
支

援
等

を
行

い
、

事
業

の
円

滑
な

推
進

を
図

る
場

を
設

定
す

る
。

調
整

会
議

は
、「

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

」
受

託
事

業
者

、
専

門
相

談
機

関
、

県
、

調
整

会
議

事
務

局
か

ら
構

成
す

る
。

（
２

）
事

業
内

容
・

受
託

法
人

が
行

う
事

業
へ

の
支

援
・

神
奈

川
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

へ
の

参
画

・
相

談
支

援
体

制
整

備
等

に
関

す
る

提
言
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第

３

章

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
　

第
１

段
階

に
お

け
る

圏

域
を

単
位

と
し

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
の

取
組

み
も

踏
ま

え
、

個
別

支
援

会
議

の
定

着
や

相
談

支
援

事
業

所
間

の
連

携
を

目
的

と
し

た
場

の
設

定
が

必
要

で
あ

っ
た

。

ま
た

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
が

進
ま

な
い

地
域

や
委

託
相

談
事

業
所

が
な

い
地

域
な

ど
へ

の
支

援
が

必
要

で
あ

っ
た

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
　

「
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
事

業
」

に
相

談
支

援
等

の
ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

の
形

成
を

位
置

づ

け
、

受
託

法
人

を
中

心
と

す

る
相

談
支

援
事

業
所

の
業

務

連
絡

会
や

事
例

検
討

会
を

実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
事

業

所
が

直
面

し
て

い
る

問
題

や

相
談

事
例

を
抱

え
込

ま
な

い

よ
う

圏
域

ご
と

に
取

組
み

を

展
開

し
た

。

○
　

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
の

場
や

「
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成

事
業

」
の

活
用

に
よ

り
、

地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
意

義

を
伝

え
る

と
と

も
に

、
協

議

会
立

ち
上

げ
に

向
け

、
運

営

委
員

会
組

織
の

立
ち

上
げ

支

援
を

行
っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
　

定
期

的
に

開
催

す
る

こ
と

に
よ

り
、

相
談

支
援

事
業

所

間
で

の
連

携
が

進
ん

だ
。

短
期

間
に

地
域

自
立

支
援

協

議
会

の
設

置
促

進
が

図
ら

れ

た
圏

域
も

あ
り

、
相

談
支

援

に
対

す
る

意
識

付
け

が
図

ら

れ
た

。

○
　

圏
域

間
で

の
取

組
み

状
況

に
違

い
は

あ
る

が
、

現
在

で

は
圏

域
ご

と
に

相
談

支
援

事

業
所

に
よ

る
連

絡
会

や
事

例

検
討

会
を

行
う

場
を

設
定

し

て
、

具
体

的
な

連
携

や
解

決

方
法

の
検

討
を

行
っ

て
い

る
。

残
さ

れ
た

課
題

○
　

協
働

に
よ

り
取

組
む

体
制

は
で

き
た

が
、

早
期

の
具

体

的
な

解
決

に
必

ず
し

も
結

び

つ
か

な
い

問
題

が
あ

る
。

（
例

：
地

域
に

移
行

先
の

な

い
方

を
受

止
め

る
施

設
や

移

行
支

援
に

あ
た

る
支

援
員

の

存
在

等
）

予
算

額

同
上
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３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
　

第
１

段
階

に
お

け
る

行

政
機

関
を

事
務

局
と

す
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

の
枠

組
み

か
ら

、
社

会
福

祉
法

人
等

の
民

間
事

業
者

を
事

務
局

と
し

、
圏

域
ご

と
に

自
立

支
援

協
議

会
を

設
置

し
て

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

配
置

す
る

枠
組

み
に

変
更

し
た

こ
と

か
ら

、
制

度
を

円
滑

に
定

着
さ

せ
る

必
要

が
あ

っ
た

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
　

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
で

の
協

議
を

経
て

、
地

域
自

立

支
援

協
議

会
か

ら
県

へ
の

報

告
・

提
言

事
項

に
つ

い
て

取

上
げ

る
プ

ロ
セ

ス
等

に
つ

い

て
、

変
更

当
初

の
協

議
会

の

場
で

確
認

し
た

。

○
　

具
体

的
な

課
題

整
理

の
場

と
な

る
「

調
整

会
議

」
に

て
、

地
域

単
位

・
圏

域
単

位
で

の

課
題

把
握

を
行

う
と

と
も

に
、

県
の

自
立

支
援

協
議

会
で

報

告
、

協
議

す
べ

き
課

題
の

整

理
を

行
っ

た
。

○
　

現
在

で
は

、
地

域
レ

ベ
ル

で
の

課
題

、
圏

域
の

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
て

取
組

む

課
題

、
全

県
的

に
施

策
検

討

す
べ

き
課

題
の

整
理

を
「

圏

域
自

立
支

援
協

議
会

」
を

通

じ
、「

調
整

会
議

」
で

と
り

ま

と
め

を
行

っ
て

い
る

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
　

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
に

は
県

担
当

者
も

出
席

し
て

い

る
た

め
、

情
報

共
有

は
で

き

て
い

た
が

、
当

初
は

、
県

の

枠
組

み
作

り
の

方
が

早
く

、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
が

未

設
置

の
地

域
も

多
か

っ
た

こ

と
か

ら
、

県
の

自
立

支
援

協

議
会

で
具

体
的

に
協

議
さ

れ

る
内

容
は

な
か

っ
た

。

○
　

現
在

で
は

、
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

で
協

議
し

た
内

容

を
全

県
的

に
取

上
げ

る
た

め
、

居
宅

介
護

事
業

に
か

か

る
提

言
書

、
移

動
支

援
事

業

に
か

か
る

市
町

村
の

支
給

決

定
基

準
調

査
、

医
療

的
ケ

ア

検
討

会
報

告
書

等
の

成
果

物

と
し

て
取

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

○
　

こ
れ

ら
は

、
地

域
の

状
況

を
理

解
し

て
い

る
ア

ド
バ

イ

ザ
ー

を
経

由
し

て
い

る
こ

と

か
ら

圏
域

で
の

優
先

事
項

が

わ
か

り
、

全
県

で
の

優
先

事

項
も

把
握

し
や

す
い

。

残
さ

れ
た

課
題

○
　

当
初

は
、

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
を

開
催

す
る

が
、

地

域
自

立
支

援
協

議
会

未
設

置

の
市

町
が

多
く

、
ア

ド
バ

イ

ザ
ー

に
よ

る
地

域
実

態
の

把

握
が

中
心

で
、

地
域

自
立

支

援
協

議
会

で
の

協
議

に
よ

る

地
域

課
題

の
抽

出
と

い
う

プ

ロ
セ

ス
で

は
な

か
っ

た
。

○
　

現
在

は
、

市
町

村
や

地
域

自
立

支
援

協
議

会
事

務
局

な

ど
の

委
員

か
ら

な
る

圏
域

自

立
支

援
協

議
会

の
協

議
を

経

て
県

に
報

告
、

協
議

を
求

め

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
が

、

地
域

で
解

決
が

困
難

で
あ

る

課
題

に
つ

い
て

、
す

ぐ
に

施

策
化

出
来

な
い

場
合

、
ど

の

よ
う

に
地

域
に

返
し

て
い

く

か
と

い
う

問
題

が
残

る
。

予
算

額

同
上
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第

３

章

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機
能

５
人

材
育

成
機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
　

障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
く

県
の

役
割

を
踏

ま
え

、
発

達
障

害
、

高
次

脳
機

能
障

害
等

へ
の

対
応

と
し

て
、

県
の

総
合

計
画

に
位

置
づ

け
、

重
層

的
な

相
談

支
援

体
制

を
整

備
し

て
障

害
保

健
福

祉
圏

域
で

支
援

を
展

開
す

る
こ

と
と

し
た

。

○
　

第
１

段
階

で
の

取
組

み
の

経
過

か
ら

人
材

育
成

部
門

に
か

か
る

「
研

修
企

画
部

会
」

を
設

置
し

た
が

、
部

会
で

の
検

討
で

は
な

く
、

現
場

レ
ベ

ル
で

の
検

討
会

を
経

て
実

施
し

て
い

た
。

○
　

人
材

養
成

は
し

て
い

た
が

、
実

践
レ

ベ
ル

で
の

質
の

向
上

、
底

上
げ

を
図

る
と

と
も

に
従

事
者

同
士

の
連

携
が

必
要

で
あ

っ
た

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
　

専
門

相
談

機
関

の
活

用
を

図
り

、
市

町
村

域
を

越
え

て
行

う
相

談
支

援
に

対
応

し
、

圏
域

を
単

位
と

す
る

重
層

的
な

相
談

支
援

体
制

を
構

築
す

る
た

め
、「

調
整

会
議

」
の

構
成

員
と

し
て

参
加

し
、

各
専

門
相

談
機

関
が

地
域

実
態

の
情

報
共

有
を

図
れ

る
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村

で
解

決
困

難
な

事
例

等
に

対
す

る
支

援
で

の
協

力
を

要
請

し
た

。

○
　

圏
域

を
単

位
と

し
た

専
門

相
談

機
関

に
よ

る
研

修
会

、
実

践
報

告
会

等
を

実
施

し
た

。
○

　
「

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形
成

事
業

」
に

お
い

て
、

機
関

連
携

の
ほ

か
、

相
談

支
援

、
就

労
、

権
利

擁
護

等
に

か
か

る
研

修
会

を
等

圏
域

の
事

業
者

を
対

象
と

す
る

研
修

会
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

事
例

検
討

の
ほ

か
事

業
所

間
の

連
携

を
図

っ
た

。
○

　
部

会
で

の
検

討
過

程
は

な
い

が
、

事
務

局
レ

ベ
ル

に
お

い
て

、
特

別
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
、

県
単

独
事

業
に

よ
る

従
事

者
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
等

に
取

組
ん

だ
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
　

発
達

障
害

支
援

セ
ン

タ
ー

が
圏

域
の

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
核

と
し

て
実

施
す

る
機

関
支

援
を

目
的

と
し

た
巡

回
相

談
の

実
施

、
圏

域
を

モ
デ

ル
地

域
と

し
て

実
施

し
た

高
次

脳
機

能
障

害
者

地
域

支
援

推
進

検
討

事
業

及
び

精
神

障
害

者
退

院
促

進
支

援
事

業
の

取
組

み
等

に
つ

い
て

研
修

会
や

報
告

書
を

通
し

て
情

報
共

有
を

図
っ

た
。

○
　

市
町

村
域

で
の

支
援

困
難

事
例

に
対

し
て

、
更

生
相

談
所

、
権

利
擁

護
相

談
セ

ン
タ

ー
等

複
数

の
専

門
相

談
機

関
も

含
め

た
解

決
支

援
の

取
組

み
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

○
　

相
談

支
援

事
業

所
の

事
例

検
討

会
は

実
践

レ
ベ

ル
に

お
い

て
従

事
者

の
質

の
向

上
に

つ
な

が
っ

た
。

○
　

県
単

独
事

業
に

よ
る

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

や
講

師
派

遣
に

対
す

る
事

業
者

の
ニ

ー
ズ

は
高

く
、

当
初

時
限

事
業

で
あ

っ
た

が
、

人
材

養
成

研
修

事
業

に
つ

い
て

、
継

続
的

に
実

施
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

○
　

指
導

者
養

成
研

修
も

平
成

22
年

度
か

ら
事

業
化

す
る

こ
と

に
な

っ
た

。

残
さ

れ
た

課
題

○
　

地
域

生
活

定
着

支
援

セ
ン

タ
ー

等
本

県
で

の
取

組
み

事
例

の
な

い
分

野
で

の
支

援
の

蓄
積

が
必

要
。

○
　

人
材

養
成

方
針

や
研

修
事

業
内

容
に

つ
い

て
、

研
修

企
画

部
会

の
定

例
開

催
等

、
県

の
自

立
支

援
協

議
会

に
お

い
て

協
議

す
る

過
程

が
必

要
で

あ
る

。

予
算

額

同
上

・
県

単
独

研
修

事
業

の
実

施
（

4,
30

0千
円

）
・

特
別

対
策

事
業

の
活

用
（

7,
00

0千
円

）
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全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
　

都
道

府
県

自
立

支
援

協

議
会

に
つ

い
て

は
、

地
域

と
全

県
を

つ
な

ぐ
「

の
り

し
ろ

（
連

携
部

分
）」

を
拡

大
し

、
「

地
域

（
個

別
支

援
）

・
圏

域
（

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

）
・

県
（

広
域

調
整

、

施
策

検
討

）」
で

の
三

層
構

造
に

よ
る

重
層

的
な

相
談

支
援

体
制

を
構

築
す

る
方

針
が

あ
っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
　

「
圏

域
事

業
調

整
会

議
」

が
県

の
自

立
支

援
協

議
会

の

実
質

的
な

企
画

作
業

部
会

の

機
能

を
果

た
し

て
お

り
、

地

域
と

圏
域

を
つ

な
ぐ

受
託

法

人
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

）、
専

門

相
談

機
関

、
県

障
害

福
祉

課

等
の

構
成

で
圏

域
自

立
支

援

協
議

会
と

県
の

自
立

支
援

協

議
会

の
連

動
を

図
っ

て
い

る
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
　

圏
域

ご
と

に
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

配
置

し
た

こ
と

に
加

え

て
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

事
業

の

受
託

法
人

が
圏

域
自

立
支

援

協
議

会
の

事
務

局
を

担
う

こ

と
で

課
題

把
握

が
し

や
す

か

っ
た

。

○
　

圏
域

事
業

調
整

会
議

の
設

置
に

よ
り

、
各

圏
域

の
ア

ド

バ
イ

ザ
ー

が
定

期
的

に
情

報

提
供

・
意

見
交

換
す

る
場

が

あ
る

こ
と

で
、

年
間

計
画

に

位
置

づ
け

て
い

な
か

っ
た

グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

世
話

人
対

象

の
研

修
会

を
圏

域
ご

と
に

全

県
で

開
催

す
る

等
、

現
場

の

状
況

に
応

じ
て

相
談

支
援

や

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
取

り
組

み

を
展

開
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

残
さ

れ
た

課
題

○
　

現
在

は
、

神
奈

川
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

に
諮

る

議
題

に
つ

い
て

は
、

圏
域

自

立
支

援
協

議
会

で
抽

出
さ

れ

た
地

域
課

題
に

つ
い

て
、

圏

域
事

業
調

整
会

議
で

の
検

討

内
容

を
中

心
に

事
業

所
管

課

（
県

協
議

会
事

務
局

）
が

選

定
す

る
形

と
な

っ
て

い
る

が
、

障
害

者
施

策
推

進
協

議

会
と

の
関

係
も

含
め

た
現

行

の
枠

組
み

の
検

証
が

必
要

で

あ
る

。

予
算

額

・
障

害
保

健
福

祉

圏
域

相
談

支
援

等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

形

成
事

業
委

託
料

（
５

箇
所

分
）

（
H

2
1

年
度

：

51
,0
00

千
円

）
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3．神奈川県の取り組みをふまえて（コメント）

「圏域ごとの協議会の充実」がカギ

神奈川県は、平成９年に障害保健福祉圏域を設定し、平成12年度から障害者ケアマネジメント従事者養成を

行ってきました。障害保健福祉圏域を設定し、その圏域ごとの支援ネットワークの形成などについて検討を行

い、障害者ケアマネジメント体制を推進してきました。この検討が実り、平成16年度からは、圏域単位での事

例検討から関係機関の連携を図る会議を行い、自立支援協議会の前身となる取り組みを先駆的に行いました。

この圏域ごとにきめ細かな取り組みをする姿勢は、自立支援協議会の設立後も生かされ、成果をあげています。

現在は、政令市を除く５つの障害保健福祉圏域を設定しています。広域的な調整機能を持たせるために、複

数の市町村から構成される障害保健福祉圏域に圏域自立支援協議会を設置して、以下のような取り組みを進め

ています。

（１）市町村の課題把握から全県の課題の抽出

圏域自立支援協議会を設置することにより、市町村ごとに設置されている地域自立支援協議会の課題をきめ

細かく把握することができるようになっています。神奈川県の場合、地域による特性の違いが大きく、圏域ご

とに課題を把握することが有効です。

具体的には、圏域ごとにアドバイザーを配置し、アドバイザー事業の受託法人が圏域自立支援協議会の事務

局を担うことにより、課題解決しやすい体制ができています。

県自立支援協議会で取り上げる議題の調整なども、圏域ごとの自立支援協議会が担うことにより、全県にわ

たる課題を抽出することもできています。

（2）市町村の相談支援機能への充実した支援

圏域自立支援協議会は、相談支援事業所による連絡会や事例検討会の場を設定し、具体的な検討や解決方法

の検討を行っています。また、地域における相談支援の実態や地域自立支援協議会の実情を把握したうえで、

圏域内の市町村に対し、地域自立支援協議会の意義を伝え、立ち上げ支援を行っています。実情を把握したう

えでの立ち上げ支援となっており、その効果は高いものとなっています。

（3）広域・専門的相談支援の調整機能

市町村の相談支援機能を強化するなかで、広域・専門的な支援がなければ解決できない課題が出てきます。

これについても圏域自立支援協議会が協議を行い、その解決に努め、発達障害への支援、精神障害者の退院促

進、権利擁護など、複数の専門相談機関がかかわる必要性の高い事例への対応が図られています。課題に対応

した研修会の実施や報告書の作成なども行われています。これらの調整機能を果たしつつ、サービスの供給促

進が必要な場合など、それを県の担当部署に求め、課題解決のための施策の充実に続けていくことを進めてい

くことが今後の大きな課題です。

（4）県独自の人材養成システムの構築

相談支援の充実のためには、従事する相談員の人材育成が欠かせないことから、神奈川県では、県単独事業

で従事者のスキルアップ研修などに取り組み、人材育成に努めてきました。研修の実施と、研修終了者による

検討会の実施との相互効果により、課題解決に視点をおいた人材育成が行われています。



相談支援の強化の要は、障害者への相談支援を直接担う市町村の地域自立支援協議会を活性化し、その機能

をいかに強化し、支援していくかにかかっています。その意味で、県の自立支援協議会を圏域ごとに設置し、

その圏域の地域特性を生かす方向で、地域自立支援協議会の強化を進めている神奈川県の自立支援協議会には、

他県においても参考となるものがあります。

地域自立支援協議会での課題解決に都道府県自立支援協議会が積極的にかかわることにより、県内全体の相

談員の人材育成やサービスの調整の工夫が図られ、さらには必要不可欠なサービスの供給の強化が図られてい

きます。その意味において、都道府県自立支援協議会の機能強化による障害者相談支援機能、障害者福祉全体

の発展が期待されています。
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第3節「全都道府県的課題の抽出（整理）機能」の好事例【滋賀県】

1．都道府県の基本情報

（1）都道府県の庁内体制

①都道府県名 滋賀県（滋賀県障害者自立支援協議会）

②自立支援協議会担当部署名 健康福祉部　障害者自立支援課

③庁内体制図
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（2）都道府県下の市町村の状況

①圏域設定の状況



②圏域の概況

第3章　都道府県自立支援協議会の実践例

55

第

３

章

滋賀県は日本列島のほぼ中央に位置し、周囲を1,000m前後の山々に囲まれ、中央部には県土の約1/6を

占める琵琶湖を有する。

滋賀県では昭和56年に策定した福祉圏構想に基づき、県域に７つの福祉圏を設定し、障害児の通園事業

や生活支援センターの整備など単独の市町村では対応が困難な課題への取り組みを進めてきた。

各福祉圏の地域自立支援協議会も、平成７年甲賀福祉圏に設置された甲賀郡心身障害児・者サービス調整

会議の取り組みに倣い、「福祉圏」を単位として全県的に整備を進めてきたサービス調整会議の取り組み

の延長線上に位置づくものである。

◎ 大津福祉圏

１市で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。（県庁所在地）

今年度から中核市へ。南北に細長く、社会資源も多様であり地域性や抱える課題も異なる。これら

の地域課題の解決に向けて、地域自立支援協議会の運営にも工夫が見られ運営会議と専門部会を中心

的会議として位置付け、地域課題の協議・検討が進められている。

◎ 湖南福祉圏

４市で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

各市単独地域自立支援協議会と圏域自立支援協議会を設置する二層構造にある。各市で解決すべき

課題と広域でとり組むべき課題の整理を進めている。各市自立支援協議会はエリア及び行政部局の小

回りがきき、保健・福祉分野に止まらず、労政や児童、高齢福祉分野の担当課も構成員とされている

ことから、多分野、部局横断的連携がしやすい環境にある。

◎ 甲賀福祉圏

２市で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

滋賀県のサービス調整会議のモデルとなった地域であり、今も他圏域のリード役となっている。蓄

積された地域課題や障害福祉計画の進捗管理をサービス調整会議で実施しているが、財政事情などに

より、課題への対策が具現化しにくい状況にあることから、施策の具体化に向けた検討を行う場とし
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て新たに「推進会議」を今年度創設し、重要課題の一つであった「重症心身障害者の通所の確保」に

ついて合意形成ができた。

◎ 東近江福祉圏

５市町で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

設立当初から県の地方機関が事務局機能を担い、広域調整機能を果たしてきたが、今年度から事務

局機能を県の地方機関だけでなく、相談支援事業者と市町の三者共働で実施されている。相談支援事

業者は、相談支援活動と同時に圏域の支援システムの構築でも中核を担う。またこの地域の特徴とし

て挙げられるのが、権利擁護機能のとり組みである。各地域に安心相談員を設置し、障害者を権利侵

害から護るための見守り機能を果たしている。

◎ 湖東福祉圏

１市４町で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

サービス調整会議の設置については他圏域に遅れたが、最近の運営においては地域課題の整理と部

会設置を精力的にとり組んでいる。また定例会議の運営においても、参加者の主体性とモチベーショ

ンを高めるため工夫をしている。その一つに相談支援事業者の報告事例を参加者全員がグループに分

かれて意見交換する機会づくりがある。また参画者の学習の機会づくりとして「ミニ研修会」と称す

る福祉に関する学習会を実施していることも特徴的活動内容である。
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◎ 湖北福祉圏

２市で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

昨年12月まで２市６町の広域自立支援協議会であったが、平成21年１月に合併があり、２市による

自立支援協議会に変化した。このこともあり、昨年度はリニューアルに向け専門部会以外は一時休止

状況にあったが、今年から組織を再編し再スタートすることになる。他圏域同様、相談支援事業者か

ら地域の課題整理は提案されており、特に重症心身障害者の活動の場の確保と重度のケアホームの整

備が、今後部会・検討会を設置してとり組んでいくことが確認されている。

◎ 湖西福祉圏

１市で福祉圏（圏域自立支援協議会）を構成する。

合併により５町１村が一市になった地域。広い面積の割には人口規模が小さく、社会資源数も限られ

るが、その地域特徴を地域自立支援協議会でうまくカバーしている。利用者、社会資源、行政がお互

いに顔の見える関係性ができているため、情報共有ができやすい環境にある。

湖北は１事業所に集結
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2．都道府県自立支援協議会の経過（発展段階に応じて）

概
況

取
組

体
制

平
成

７
年

甲
賀

圏
域

で
ス

タ
ー

ト
し

た
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
に

大
き

な
効

果
が

認
め

ら
れ

た
こ

と
か

ら
、

平
成

９
年

に
策

定
し

た
「

淡
海

障
害

者
プ

ラ
ン

」

に
お

い
て

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
設

置
を

全
県

的
に

進
め

る
こ

と
と

し
た

。
し

か
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

圏
域

の
状

況
の

違
い

や
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
に

対
す

る

イ
メ

ー
ジ

の
共

有
が

難
し

か
っ

た
こ

と
も

あ
り

設
置

が
進

ま
な

い
地

域
や

設
置

し
た

も
の

の
形

骸
化

す
る

な
ど

地
域

間
格

差
が

生
じ

た
時

代
で

あ
る

。
こ

の

課
題

解
消

の
た

め
、

平
成

１
３

年
度

か
ら

滋
賀

県
社

会
福

祉
事

業
団

に
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
設

立
お

よ
び

運
営

支
援

の
た

め
の

セ
ク

シ
ョ

ン
（

地
域

ケ
ア

シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
）

を
創

設
。

同
事

業
の

担
当

者
が

県
下

の
地

域
自

立
支

援
協

議
会

を
巡

回
支

援
す

る
活

動
が

ス
タ

ー
ト

す
る

。
創

設
期

の
構

成
機

関
は

知

的
障

害
分

野
に

し
か

相
談

支
援

事
業

が
な

か
っ

た
こ

と
も

あ
り

、
知

的
分

野
を

中
心

と
す

る
保

健
・

雇
用

・
教

育
（

養
護

学
校

）
福

祉
か

ら
必

要
と

さ
れ

る

構
成

委
員

が
選

出
さ

れ
て

い
た

。

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
必

要
性

を
実

感
し

て
い

な
か

っ
た

地
域

も
、

先
進

地
の

と
り

組
み

情
報

や
周

り
の

圏
域

で
ス

タ
ー

ト
す

る
こ

と
で

、
徐

々
に

で
は

あ
っ

た
が

、
必

要
性

へ
の

認
識

が
広

が
っ

た
。

本
県

に
お

い
て

は
、

民
間

の
関

係
者

に
よ

る
先

進
的

な
取

り
組

み
を

行
政

が
支

援
し

伸
ば

し
て

い
く

と
い

う
よ

う
に

、
共

働
の

体
験

を
積

み
上

げ
て

き
た

経
過

が
あ

り
、

地
域

の
関

係
者

と
行

政
が

対
等

な
立

場
で

参
画

す
る

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

を
違

和
感

な
く

受
け

入
れ

る
素

地
が

既
に

あ
っ

た
と

い
え

る
。

ま
た

こ
の

時
期

は
、

障
害

者
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

研
究

が
進

め
ら

れ
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

従
事

者
の

養
成

が
始

ま
っ

た
時

期
と

も
重

な
り

、
障

害
者

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
考

え
方

が
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
（

地
域

の
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
）

の
必

要
性

へ
の

認
識

を
促

し
た

面
が

あ
る

。

そ
の

体
制

と
し

て
は

①
淡

海
障

害
者

プ
ラ

ン
で

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
整

備
を

位
置

づ
け

た
。

②
県

の
地

方
機

関
（

福
祉

事
務

所
）

が
中

心
と

な
っ

て
地

域
へ

呼
び

か
け

た
こ

と
。

③
相

談
支

援
事

業
者

に
よ

る
任

意
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
場

で
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

効
果

が
認

識
さ

れ
た

て
い

っ
た

。（
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

へ
と

発

展
）

④
各

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
を

巡
回

等
に

よ
り

支
援

す
る

取
り

組
み

と
し

て
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
を

実
施

し
た

。

⑤
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

を
創

設
し

、
県

下
の

相
談

支
援

事
業

者
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
と

、
在

宅
支

援
に

関
す

る
人

材
育

成
研

修
に

取
り

組
ん

だ
。

（
1
）
第
１
段
階
：
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
創
設
期
（
Ｈ
７
年
度
～
Ｈ
1
3
年
度
）
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～
　
○
○
地
域
の
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
～

（
平
成
13
年
当
時
）
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【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】

１
地

域
の

実
態

把

握
、

情
報

の
共

有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

各
地

域
で

プ
ラ

ン
を

具
現

化
へ

の
取

り
組

み
が

、
各

地
域

で
独

自
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

情
報

共
有

は
で

き
な

か
っ

た
。

滋
賀

県
の

独
自

事
業

と
し

て
平

成
８

年
か

ら
７

福
祉

圏
域

に
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
を

整
備

す
る

計
画

が
あ

り
、

６
年

か
か

っ
た

が
平

成
13

年
度

に
整

備
を

終
了

し
た

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

県
の

地
方

機
関

を
対

象
に

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
情

報
共

有
の

た
め

の
不

定
期

会
議

を
実

施
。

H
13

年
以

降
は

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

担
当

の
巡

回
支

援
で

情
報

の
収

集
を

実
施

す
る

。

平
成

13
年

に
任

意
協

議
体

と
し

て
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

が
発

足
。

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
活

用
に

お
け

る
体

制
整

備
を

推
進

す
る

確
認

の
場

と
な

る
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

先
進

事
例

報
告

を
共

有
し

、
体

制
づ

く
り

の
意

識
は

整
え

ら
れ

た
。

先
進

地
に

習
っ

て
い

く
意

識
は

醸
成

で
き

た
。

残
さ

れ
た

課
題

先
進

地
の

形
か

ら
は

い
っ

た
た

め

に
、

地
域

特
性

を
生

か
し

た
と

り
組

み
は

で
き

な
か

っ
た

。

地
域

に
お

い
て

は
、

県
行

政
と

相
談

支
援

事
業

者
の

み
が

シ
ス

テ
ム

の
必

要
性

を
考

え
て

い
る

程
度

。
社

会
資

源
全

体
の

意
識

に
は

至
っ

て
い

な
か

っ
た

。
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第

３

章

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）

機
能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機

能

５
人

材
育

成
機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

圏
域

の
体

制
づ

く
り

が
精

一
杯

の
時

期
。

課
題

の
抽

出
ま

で
至

っ
て

い
な

い
。

こ
の

時
代

の
広

域
・

専
門

的
相

談
機

能
と

言
え

ば
、

障
害

者
更

生
相

談

所
・

児
童

相
談

所
程

度
で

あ
っ

た
。

活
用

機
会

で
言

う
と

、
個

別
支

援
の

判
定

や
本

人
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

機
能

で
の

活
用

と
な

っ
て

い
た

。

平
成

10
年

国
の

相
談

支
援

従
事

者
研

修
が

制
度

化
さ

れ
る

ま
で

は
、

人
材

育
成

の
研

修
は

ほ
と

ん
ど

な
か

っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

特
に

な
し

特
に

な
し

平
成

13
年

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
が

創
設

さ
れ

て
か

ら
は

、
自

主
研

修
事

業
と

し
て

相
談

支
援

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
・

周
知

研
修

が
実

施
さ

れ
た

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

特
に

な
し

特
に

な
し

相
談

支
援

事
業

者
の

ス
キ

ル
の

向
上

と
、

地
域

の
関

係
者

へ
の

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

も
含

め
た

相
談

支
援

体
制

の
必

要
性

の
周

知
が

で
き

た
。

残
さ

れ
た

課
題

体
制

づ
く

り
後

の
地

域
支

援
体

制
の

具
体

的
活

動
の

あ
り

方
を

ど
う

創
る

か
。

重
症

心
身

障
害

児
・

者
の

在
宅

施
策

が
弱

い
時

期
、

一
方

で
重

症
児

・
者

の
在

宅
志

向
が

強
ま

っ
た

時
代

で
あ

り
、

在
宅

支
援

施
策

が
課

題
と

な
っ

て
顕

在
化

し
た

時
代

。

国
が

必
須

と
し

て
い

た
相

談
支

援
従

事
者

研
修

を
県

直
営

で
実

施
す

る
こ

と
の

困
難

性
を

解
消

す
る

策
が

必
要

で
あ

っ
た

。

（
1
）
第
２
段
階
：
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
育
成
期
（
平
成
1
4
年
度
～
1
7
年
度
）

概
況

先
進

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
は

個
別

ニ
ー

ズ
か

ら
派

生
し

た
地

域
課

題
を

整
理

し
、

優
先

順
位

の
高

い
課

題
に

対
し

て
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
検

討
会

や
専

門
部

会
を

創
設

し
て

い
た

。
し

か
し

後
発

の
地

域
の

中
に

は
、

と
り

あ
え

ず
先

進
地

に
倣

っ
た

「
形

」
を

行
政

主
導

で
整

備
す

る
に

止
ま

り
、

専
門

部
会

等
を

設
置

す

る
も

の
の

、
個

別
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

に
止

ま
り

、
そ

こ
か

ら
普

遍
化

さ
れ

る
地

域
課

題
の

解
消

に
至

る
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

機
能

が
十

分
に

発
揮

で
き

な
い

地

域
も

み
ら

れ
た

。

就
労

分
野

に
お

い
て

は
、

平
成

15
年

甲
賀

圏
域

か
ら

ス
タ

ー
ト

し
た

就
業

・
生

活
支

援
事

業
が

順
次

各
福

祉
圏

域
に

整
備

さ
れ

た
こ

と
で

、
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

組
織

に
就

労
支

援
部

会
が

設
置

さ
れ

始
め

た
の

も
こ

の
時

期
で

あ
る

。
雇

用
と

福
祉

の
連

携
は

養
護

学
校

新
卒

者
の

進
路

保
障

と
生

活
支

援
で

は
、

欠
く

こ

と
の

で
き

な
い

連
携

の
あ

り
方

と
し

て
地

域
に

根
付

い
て

い
っ

た
。

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

機
能

と
し

て
、

滋
賀

県
社

会
福

祉
事

業
団

に
創

設
（

平
成

13
年

）
さ

れ
た

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

の
果

た
し

た
役

割
も

大
き

い
。

ま
た

こ
の

時
期

は
平

成
１

５
年

度
か

ら
導

入
さ

れ
た

支
援

費
制

度
下

の
時

期
に

重
な

り
、

地
域

生
活

支
援

が
重

要
施

策
と

し
て

取
り

あ

げ
ら

れ
た

時
期

と
な

っ
た

。
そ

の
意

味
に

お
い

て
も

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

構
築

が
重

要
性

を
増

し
た

時
期

で
も

あ
る

。
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取
組

体
制

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
中

核
的

活
動

を
、

生
活

お
よ

び
就

労
の

相
談

支
援

事
業

の
活

動
と

位
置

付
け

全
県

展
開

し
て

い
っ

た
時

期
で

あ
る

が
、

中
核

を
担

う
相

談
支

援
事

業
の

活
動

の
格

差
が

そ
の

ま
ま

、
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

格
差

に
つ

な
が

る
こ

と
に

な
っ

た
。

ま
た

相
談

支
援

事
業

が
重

要
な

役
割

を
担

う
に

も
関

わ

ら
ず

、
受

託
法

人
の

意
向

や
相

談
員

の
捉

え
方

と
評

価
に

違
い

が
あ

っ
た

。

①
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

に
お

い
て

、
相

談
支

援
事

業
者

の
意

識
の

統
一

化
を

諮
る

た
め

の
協

議
や

研
修

会
が

実
施

さ
れ

た
。

→
　

相
談

支
援

事
業

者
の

格
差

是
正

と
、

地
域

実
態

と
課

題
の

共
有

化
と

解
決

の
方

策
の

確
認

の
機

会
と

な
っ

た
。

②
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

で
は

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
（

基
盤

）
に

関
す

る
全

県
的

課
題

に
つ

い
て

も
協

議
・

検
討

さ
れ

、
県

に
対

し
て

提
案

も
行

っ
て

き
た

。

③
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
を

継
続

し
て

実
施

し
、

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

を
中

心
と

し
た

地
域

の
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

充
実

・
強

化
を

支
援

し
た

。

④
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
で

取
り

組
む

相
談

支
援

従
事

者
研

修
を

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
と

連
携

し
て

実
施

す
る

な
ど

、
人

材
育

成
の

場
で

も
サ

ー

ビ
ス

調
整

会
議

へ
の

認
識

強
化

に
努

め
た

。

１
地

域
の

実
態

把

握
、

情
報

の
共

有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
お

よ
び

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

の
活

動
に

お
い

て
、

全
県

下
の

地
域

実
態

の
把

握
と

情
報

共
有

に
努

め
て

い

た
。

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

が
圏

域
の

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
巡

回
支

援
を

実
施

。

あ
わ

せ
て

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
の

事
務

局
を

担
う

こ
と

で
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
体

制
と

し
て

い
た

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

地
域

自
立

支
援

協
議

会
を

巡
回

す
る

こ
と

に
よ

り
各

地
域

の
事

務
局

と
の

連
携

を
進

め
た

。

ま
た

、
定

期
的

に
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

を
開

催
し

、
情

報
の

共
有

が
進

め
た

。

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
立

ち
あ

げ
支

援
お

よ
び

活
動

支
援

の
実

施
、

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
の

開
催

、
研

修
会

の
企

画
に

よ
り

、
相

談
支

援
体

制
確

立
へ

の
周

知
・

啓
発

を
行

っ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
の

報
告

書
を

作
成

す
る

こ
と

で
、

全
県

下
の

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

の
活

動
状

況
・

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
充

足
状

況
や

課
題

の
共

有
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

た
。

各
相

談
支

援
事

業
者

と
の

連
携

が
生

み
出

さ
れ

た
こ

と
、

ま
た

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

事
務

局
か

ら
、

地
域

の
検

討
会

等
に

参
画

の
要

請
が

あ
っ

た
こ

と
。

残
さ

れ
た

課
題

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
に

参
画

し
て

い
た

、
各

相
談

支
援

事
業

の
活

動
格

差
を

埋
め

て
い

く
こ

と
、

特
に

身
体

、
知

的
、

精
神

の
分

野
別

に
よ

る
活

動
内

容
に

格
差

が
生

じ
て

い

た
。

地
域

に
張

り
付

い
て

活
動

で
は

な

く
、

定
例

会
議

を
中

心
と

し
た

巡
回

支
援

が
中

心
で

あ
っ

た
た

め
、

地
域

の
詳

細
な

実
情

ま
で

把
握

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
っ

た
。

こ
の

こ
と

か
ら

正
当

な
地

域
評

価
ま

で
至

ら
な

い
こ

と
が

課
題

で
あ

っ
た

。

【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】
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第

３

章

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）

機
能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機

能

５
人

材
育

成
機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

各
圏

域
の

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

に
参

画
す

る
こ

と
で

地
域

の
課

題
を

情
報

収
集

す
る

こ
と

が
で

き
た

が
、

全
県

的
課

題
の

抽
出

ま
で

は
行

き
着

か
な

か
っ

た
。

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
の

会
員

で
あ

る
相

談
支

援
事

業
者

は
県

の
障

害
者

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
、

圏
域

整
備

（
広

域
整

備
）

を
進

め
て

き
た

が
、

支
援

費
制

度
に

よ
り

市
町

村
の

時
代

を
迎

え
る

事
と

な
る

。

平
成

13
年

度
か

ら
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

に
お

い
て

県
か

ら
受

託
し

た
２

級
ホ

ー
ム

ヘ
ル

パ
ー

養
成

研
修

を
始

め
、
当

事
者

相
談

従
事

者
研

修
、

IT
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

研
修

事
業

等
の

人
材

育
成

事
業

を
実

施
し

た
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

巡
回

支
援

で
収

集
し

た
課

題
を

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
で

確
認

し
、

セ
ン

タ
ー

協
議

会
と

し
て

施
策

提
言

に
つ

な
げ

る
こ

と
も

あ
っ

た
。

相
談

支
援

事
業

者
に

平
成

14
年

度
か

ら
雇

用
分

野
の

相
談

機
能

が
制

度
化

さ
れ

た
。

ま
た

国
の

モ
デ

ル
事

業
と

し
て

発
達

障
害

に
特

化
し

た
支

援
セ

ン
タ

ー
も

制
度

化
さ

れ
た

こ
と

で
、

広
域

・
専

門
的

機
能

を
有

す
る

相
談

支
援

が
急

速
に

広
が

り
を

見
せ

た
。

在
宅

支
援

を
担

う
べ

き
人

材
不

足
、

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
の

養
成

の
必

要

性
、

主
に

身
体

障
害

分
野

に
お

け
る

Ｉ
Ｔ

サ
ポ

ー
タ

ー
養

成
の

必
要

性
に

応
え

る
形

で
、

県
が

人
材

育
成

事
業

と
し

て
委

託
す

る
こ

と
に

な
る

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

お
よ

び
、

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
と

も
に

県
と

の
連

携
は

で
き

て
お

り
、

日
常

的
に

情
報

の
交

換
や

委
託

事
業

の
内

容
確

認
、

セ
ン

タ
ー

協
議

会
へ

の
県

担
当

者
の

参
加

が
実

施
さ

れ
、

情
報

の
共

有
化

は
さ

れ
て

い
た

。

発
達

障
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
運

営
協

議
会

に
、

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
か

ら
も

運
営

委
員

と
し

て
参

画
、

連
携

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協

議
・

検
討

が
実

施
さ

れ
た

。
他

方
雇

用
分

野
は

労
働

施
策

と
し

て
独

自
に

動
い

て
い

た
時

代
で

、
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

と
の

連
携

は
十

分
で

は
無

か
っ

た
。

い
ず

れ
の

養
成

研
修

も
一

定
の

成
果

を
上

げ
、

障
害

福
祉

現
場

で
活

躍
す

る
人

材
も

生
ま

れ
た

。
反

面
、

高
齢

分
野

と
比

べ
る

と
支

援
の

内
容

の
違

い
か

ら
か

、
業

務
継

続
す

る
人

材
は

多
く

は
な

か
っ

た
。

残
さ

れ
た

課
題

在
宅

施
策

が
県

施
策

か
ら

市
町

村
施

策
に

移
行

し
た

時
期

で
も

あ
り

、
厳

し
い

財
政

状
況

の
中

に
お

い
て

、
課

題
を

制
度

化
す

る
こ

と
の

困
難

な
時

期
で

も
あ

っ
た

。

潜
在

化
し

て
い

た
相

談
者

が
、

サ
ー

ビ
ス

調
整

会
議

や
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

活
動

で
顕

在
化

し
た

時
代

。
さ

ら
に

雇
用

や
発

達
障

害
の

人
へ

の
支

援
も

視
野

に
入

っ
た

時
期

で
、

ま
す

ま
す

そ
の

役
割

が
重

要
に

な
っ

た
。

し
か

し
支

援
費

制
度

以
降

、
市

町
村

独
自

の
判

断
で

サ
ー

ビ
ス

に
も

差
が

生
じ

て
お

り
、

支
援

の
組

み
立

て
も

福
祉

圏
で

一
律

と
は

い
か

な
い

状
況

が
出

て
き

た
。

障
害

特
性

や
障

害
に

対
す

る
理

解
の

部
分

を
、

一
般

住
民

に
周

知
し

て
い

く
こ

と
が

、
人

材
確

保
の

た
め

の
最

大
の

課
題

と
な

っ
て

い
た

。
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概
況

取
組

体
制

障
害

者
自

立
支

援
法

に
よ

り
自

立
支

援
協

議
会

が
制

度
化

さ
れ

た
こ

と
は

、
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

充
実

・
強

化
に

と
り

組
ん

で
い

た
滋

賀
県

に
と

っ
て

は

追
い

風
と

な
っ

た
こ

と
は

確
か

で
あ

る
。

一
方

で
、

地
域

の
関

係
者

や
行

政
が

対
等

の
立

場
で

、
そ

れ
ぞ

れ
主

体
的

に
参

画
し

て
き

た
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
と

い
う

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
、

国
で

は
設

置

主
体

に
行

政
を

想
定

し
て

い
る

自
立

支
援

協
議

会
に

ど
う

位
置

づ
け

る
か

と
い

う
本

県
固

有
の

課
題

も
あ

っ
た

。

ま
ず

県
の

自
立

支
援

協
議

会
に

つ
い

て
は

、
県

が
直

接
運

営
す

る
の

で
は

な
く

、
任

意
団

体
に

委
託

し
た

こ
と

が
特

徴
的

と
り

組
み

と
し

て
挙

げ
る

こ
と

が

で
き

る
。

こ
の

こ
と

に
よ

り
、

行
政

直
営

に
よ

り
懸

念
さ

れ
る

、
運

営
の

硬
直

化
や

担
当

者
の

配
置

転
換

に
よ

る
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
変

化
を

回
避

し
、

従

来
の

柔
軟

な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
性

を
維

持
で

き
る

ほ
か

、
各

種
研

修
事

業
も

同
時

委
託

す
る

こ
と

に
よ

り
、

地
域

の
自

立
支

援
協

議
会

を
担

う
人

材
育

成
を

一

体
的

に
図

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
か

と
い

っ
て

委
託

丸
投

げ
で

は
な

く
、

県
担

当
者

も
積

極
的

な
参

画
姿

勢
で

と
り

組
ん

で
お

り
、

運
営

会
議

を

定
期

的
に

実
施

、
県

当
局

と
の

連
携

も
と

り
な

が
ら

の
運

営
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

他
方

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

は
従

来
ど

お
り

の
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
の

機
能

継
続

で
、

そ
の

目
的

を
充

分
に

果
た

し
て

い
る

。

都
道

府
県

自
立

支
援

協
議

会
は

、
県

の
付

属
機

関
と

位
置

づ
け

ら
れ

る
施

策
推

進
協

議
会

と
は

異
な

り
、

個
別

支
援

会
議

か
ら

の
議

論
の

積
み

重
ね

と
、

互

い
に

主
体

と
し

て
対

等
な

立
場

で
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

性
を

重
要

視
し

て
お

り
、

そ
の

た
め

ベ
ー

ス
と

な
る

活
動

に
相

談
支

援
事

業
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
部

会
（

生

活
支

援
・

雇
用

支
援

）（
隔

月
開

催
）

と
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
（

年
二

回
開

催
）

と
現

場
か

ら
抽

出
さ

れ
た

課
題

に
対

す
る

研

究
部

会
（

隔
月

開
催

）
が

あ
る

。
そ

の
他

全
体

会
議

と
称

し
て

、
県

相
談

機
関

等
（

障
害

者
更

生
相

談
所

・
児

童
相

談
所

・
教

育
委

員
会

・
発

達
障

害
者

支

援
セ

ン
タ

ー
・

高
次

脳
機

能
障

害
支

援
セ

ン
タ

ー
・

難
病

支
援

セ
ン

タ
ー

・
地

域
生

活
定

着
支

援
セ

ン
タ

ー
等

）
と

各
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局
・

相

談
支

援
事

業
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
部

会
代

表
で

構
成

す
る

会
議

を
開

催
し

て
お

り
、

全
県

的
情

報
と

課
題

の
共

有
化

を
図

っ
て

い
る

（
年

２
回

開
催

）

地
域

自
立

支
援

協
議

会
は

、
障

害
者

自
立

支
援

法
施

行
に

伴
い

名
称

を
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
か

ら
自

立
支

援
協

議
会

に
切

り
替

え
た

圏
域

が
４

圏
域

、
機

能

は
自

立
支

援
協

議
会

だ
が

名
称

は
サ

ー
ビ

ス
調

整
会

議
を

継
承

し
て

い
る

圏
域

が
３

圏
域

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
圏

域
に

よ
っ

て
は

市
自

立
支

援
協

議
会

と

圏
域

自
立

支
援

協
議

会
の

二
層

構
造

も
出

て
き

た
。

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

実
施

主
体

は
市

町
村

で
あ

り
、

今
後

こ
の

形
が

増
加

し
て

い
く

傾
向

が
予

測

さ
れ

る
。

ま
た

事
務

局
機

能
も

発
足

当
初

の
県

の
地

方
機

関
か

ら
市

町
に

移
管

す
る

と
こ

ろ
が

増
加

し
て

き
て

い
る

。
こ

の
こ

と
も

今
後

ゆ
る

や
か

に
移

管

さ
れ

て
い

く
こ

と
が

予
測

さ
れ

る
。

こ
の

こ
と

は
メ

リ
ッ

ト
、

デ
メ

リ
ッ

ト
両

面
を

含
ん

で
い

る
。

住
民

に
近

い
行

政
が

実
施

主
体

と
し

て
事

務
局

を
担

う

こ
と

は
当

然
の

流
れ

で
は

あ
る

が
、

昨
今

の
厳

し
い

財
政

状
況

が
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
活

性
化

を
阻

む
こ

と
も

あ
り

、
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
メ

リ

ッ
ト

で
あ

る
行

政
と

民
間

事
業

者
の

共
働

の
場

で
あ

る
こ

と
を

し
っ

か
り

認
識

し
て

推
進

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
2
）
第
3
段
階
：
障
害
者
自
立
支
援
法
下
に
お
け
る
実
践
・
醸
成
期
（
平
成
1
8
年
度
～
2
1
年
度
）
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第

３

章
【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】

１
地

域
の

実
態

把

握
、

情
報

の
共

有

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

県
自

立
支

援
協

議
会

と
地

域
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
推

進
事

業
で

各
地

域
自

立
支

援
協

議
会

に
参

画
し

、
地

域
実

態
と

情
報

の
把

握
、

事
務

局
と

の
連

携
に

努
め

て
い

る
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

引
き

続
き

、
県

自
立

支
援

協
議

会
と

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

推
進

事
業

で
各

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

参
画

し
、

地
域

実
態

と
情

報
の

把
握

、
事

務
局

と
の

連
携

に
努

め
て

い
る

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

滋
賀

県
下

の
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
実

態
は

ほ
ぼ

把
握

で
き

て
い

る
。

ま
た

事
務

局
と

の
連

携
も

で
き

て
い

る
。

残
さ

れ
た

課
題

地
域

間
格

差
は

依
然

と
し

て
あ

り
、

市
町

村
の

時
代

に
添

っ
た

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

あ
り

方
に

つ
い

て
再

構
築

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
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２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

機
能

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）

機
能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

協
議

会
を

引
き

継
ぎ

県
自

立
支

援
協

議
会

が
相

談
支

援
体

制
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

機
能

を
果

た
し

て
い

る
。

自
立

支
援

協
議

会
に

移
行

後
は

生
活

支
援

と
就

労
支

援
を

含
め

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
と

教
育

と
の

連
携

体
制

も
意

識
し

て
と

り
組

ま
れ

て
い

る
。

県
自

立
支

援
協

議
会

の
組

織
と

し
て

現
場

の
相

談
支

援
専

門
員

と
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
核

と
し

、
さ

ら
に

全
体

会
議

に
お

い
て

全
県

的
広

域
・

専
門

的
機

能
が

全
て

参
集

し
、

情
報

交
換

と
現

場
か

ら
報

告
さ

れ
る

地
域

課
題

に
つ

い
て

の
共

有
化

を
図

っ
て

い
る

。

県
自

立
支

援
協

議
会

と
し

て
全

体
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

で
、

広
域

・
専

門
的

機
能

の
活

動
の

現
状

や
課

題
は

共
有

で
き

て
い

る
。

た
だ

し
、

近
年

対
象

者
が

広
範

囲
に

な
っ

て
き

て
い

る
状

況
。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

県
自

立
支

援
協

議
会

は
委

員
会

、
相

談
支

援
事

業
、

地
域

自
立

支
援

協
議

会
事

務
局

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

部
会

、
全

体
会

議
、

運
営

会
議

、
事

務
局

会
議

、

研
究

部
会

と
重

層
的

な
組

織
で

あ

り
、

全
体

と
し

て
地

域
支

援
を

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
地

域
巡

回
支

援
も

継
続

実
施

中
。

相
談

支
援

事
業

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

部
会

に
お

い
て

、
相

談
現

場
及

び
地

域
自

立
支

援
協

議
会

か
ら

発
す

る
全

県
的

課
題

に
対

し
、

整
理

後
、

研
究

部
会

を
立

ち
あ

げ
協

議
・

検
討

さ
れ

て
い

る
。

発
達

障
害

・
高

次
脳

機
能

障
害

・
難

病
・

触
法

障
害

者
支

援
等

々
に

対
応

す
る

支
援

セ
ン

タ
ー

は
設

置
ず

み
で

あ
る

。
現

状
は

各
支

援
セ

ン
タ

ー
が

地
域

自
立

支
援

協
議

会
に

出
向

き
、

機
能

説
明

と
連

携
を

図
っ

て
い

る
状

況
。

今
後

個
別

支
援

で
ま

す
ま

す
連

携
が

求
め

ら
れ

る
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

依
然

と
し

て
地

域
間

格
差

は
存

在
し

て
い

る
も

の
の

、
確

実
に

地
域

特
性

に
応

じ
た

そ
れ

ぞ
れ

の
自

立
支

援
協

議
会

の
実

践
が

工
夫

し
な

が
ら

、
活

性
化

に
向

け
日

々
と

り
組

ま
れ

て
い

る
の

が
現

状
で

あ
り

、
成

果
と

評
価

で
き

る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
課

題
か

ら
研

究
部

会
立

ち
あ

げ
、

課
題

解
決

の
た

め
の

方

策
・

県
へ

の
施

策
提

言
を

と
り

ま
と

め
し

て
い

る
。

課
題

の
例

を
取

り
あ

げ
る

と
地

域
移

行
の

た
め

の
生

活
体

験
の

場
の

確
保

、
強

度
行

動
障

害
の

人
へ

の
支

援
の

あ
り

方
、

精
神

障
害

者
の

地
域

移
行

推
進

策
、

障
害

者
雇

用
の

推
進

策
等

々
で

あ
る

。

整
備

が
さ

れ
た

状
況

で
あ

り
、

具
体

的
成

果
は

こ
れ

か
ら

で
あ

る
。

た
だ

し
個

別
支

援
に

お
い

て
は

広
域

・
専

門
的

期
間

と
の

連
携

で
個

人
の

課
題

解
決

に
向

け
た

実
践

は
な

さ
れ

て
い

る
。

残
さ

れ
た

課
題

そ
れ

ぞ
れ

の
独

自
性

を
大

事
に

し
な

が
ら

、
各

地
域

自
立

支
援

協
議

会
が

自
主

的
に

運
営

さ
れ

る
よ

う
、

巡
回

支
援

の
ゆ

る
や

か
な

フ
ェ

ー
ド

ア
ウ

ト
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

基
金

事
業

で
あ

る
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
事

業
の

今
後

の
行

方
と

も
関

連
す

る
。

施
策

提
言

ま
で

は
至

る
が

、
行

政
と

し
て

財
源

措
置

が
で

き
な

い
た

め
に

施
策

と
し

て
実

現
で

き
な

い
こ

と
が

課
題

と
な

っ
て

い
る

。

ま
た

、
互

い
に

主
体

と
し

て
対

等
な

立
場

で
参

画
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

中
で

、
提

言
を

行
う

側
と

提
言

を
受

け
る

行
政

と
が

対
峙

す
る

の
で

は
な

い
関

係
性

の
構

築
が

課
題

で
も

あ

る
。

県
自

立
支

援
協

議
会

と
し

て
広

範
囲

な
対

象
者

や
支

援
者

の
課

題
を

、
具

体
化

し
て

い
く

方
策

を
考

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
時

期
に

来
て

い
る

。
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５
人

材
育

成
機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

県
自

立
支

援
協

議
会

の
発

足
に

伴

い
、

お
も

な
人

材
育

成
事

業
を

協
議

会
に

委
託

さ
れ

た
。

こ
の

こ
と

に
よ

り
各

種
研

修
に

よ
る

人
材

育
成

の
総

合
的

・
一

体
的

と
り

組
み

が
可

能
と

な
る

。

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

県
自

立
支

援
協

議
会

に
お

い
て

相
談

支
援

従
事

者
・

サ
ー

ビ
ス

管
理

責
任

者
・

行
動

援
護

従
事

者
・

ホ
ー

ム
ー

ヘ
ル

パ
ー

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

等
々

の
研

修
を

実
施

し
、

人
材

育
成

も
含

め
た

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

充
実

・
強

化
を

総
合

的
・

一
体

的
に

実
施

。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

各
研

修
事

業
の

事
前

準
備

、
運

営
、

振
り

返
り

を
き

め
細

か
に

行
い

、
内

容
の

あ
る

研
修

に
連

結
し

て
い

る
。

ま
た

研
修

に
当

た
る

指
導

者
の

育
成

も
意

識
的

に
実

施
。

残
さ

れ
た

課
題

単
に

研
修

に
参

加
し

た
こ

と
に

よ
り

資
格

要
件

が
認

め
ら

れ
る

の
で

は
な

く
、
研

修
に

よ
る

到
達

点
を

評
価

し
、

ま
た

研
修

修
了

後
も

常
に

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
促

す
人

材
育

成
の

仕
組

み
が

必
要

。
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3．滋賀県の取り組みをふまえて（コメント）

○滋賀県は、1981年に県内を７つの福祉圈域に分割し、圏域を基盤とした福祉圏構想を策定しました。南北に

長く社会資源も多様である地域性を踏まえ、市町単位での社会資源整備の限界性を見極めた、結果の取組とい

う印象を持ちました。当時の関係者の方々に、先見の明があったといえるでしょう。

○その結果、支援費制度や自立支援法へと法律が変化していっても、地域を基盤とした取組に揺るぎはありま

せんでした。つまり、1981年から自立支援協議会につながっていった取組過程において、会議の名称や一部機

能は変わっても、官民が協働し県全体で発展してきた様子は、報告書からもはっきりと読み取ることができま

す。

○なぜこのように、県全体がレベルアップをしてきたのでしょうか。

ヒアリングの中では、滋賀県が県内において行われている取組をしっかりと把握し、（①地域の実態把握、情

報の共有機能）その中から効果的で有用な取組を抽出し、それを範として県全体の計画に位置づけ、明確な方

針の基に、実践を重ねて来た結果といえます。

○また、早い段階から、滋賀県が市町のバックアップを行うために滋賀県社会福祉事業団に「地域ケアシステ

ム推進事業」を設置し、（②地域の相談支援体制のバックアップ機能）、相談支援事業を地域の中心とした、先

進的な取組も、効果的であったようです。

○一方で滋賀県は、地域特性の違いなどから地域差が生じてきたことを察知すると、生活支援センター協議会

を設置し、地域実態の共有や研修会などを行い、人材育成（⑤人材育成機能）を強化して、相談支援事業者の

意識統一を行うことによって、格差の是正に努めてきました。（地域づくりは人材作りから）

○以上のような、目標を明確にした実践が滋賀県下で積み上げられていく中、障害者自立支援法による自立支

援協議会の設置が、さらに追い風となりました。それまで、滋賀県独自と捉えられていた取組が、名称の違い

こそあれ、国の法律の中に位置づけられたことで、圈域を超えた形での取組（③全都道府県的課題の抽出（整

理）機能）を、さらに修練させることになったようです。

サービス調整会議（個別支援会議）から積み上げ、県全体の地域課題に集約させていく、ボトムアップ型シ

ステムの完成形といえるかもしれません。

○その結果、圈域を超えた大きな課題（④広域・専門的相談支援の調整機能）に対しても、今まで以上に検討

する場が明確になり、施策化だけではなく、地域間や社会資源間の調整によって、対応できるような幅も広が

り、今後より一層の発展が期待されています。

それゆえ、滋賀県は全国の都道府県の中において、その取組は常に注目されているといえましょう。
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第4節 「人材育成機能」の好事例【広島県】

1．都道府県の基本情報

（1）都道府県の庁内体制

①都道府県名 広島県

②自立支援協議会担当部署名 広島県健康福祉局　社会福祉部　障害者支援課

③庁内体制図 （県自立支援協議会の所管部署）

・障害者支援課内の2グループで所管事務を分担している。

・障害者施策のうち，精神保健及び精神障害者福祉に関することは健康対

策課が所管しているため，一体的・総合的な施策推進のための調整が必

要となる。

①障害者支援課　企画グループ

→県自立支援協議会の総括，専門部会運営

②障害者支援課　自立支援室　地域生活支援グループ

→県自立支援協議会専門部会・研修ワーキンググループの運営

→相談支援体制整備担当（アドバイザー派遣），相談支援従事者等研修

担当（人材育成）

（障害者施策に関連する県庁横断的な会議体）

・障害者施策に関連し，障害者支援課が所管する県庁横断的な会議体とし

ては以下のものがある。

①　広島県障害者施策推進本部（本部長副知事）：全局長，教委，県警

②　広島県障害者施策推進協議会：健康福祉局長，商工労働局長，土木局

長，教委，県警

③　広島県障害者自立支援協議会：健康福祉担当課，商工担当課，教委担

当課

③の県自立支援協議会の全体会においては，関係課が具体的に課題を持ち

寄り，協議するには至っていないが，専門部会においては，課題を中心

にして横の連携が出来つつある。

②の施策推進協議会と③の県自立支援協議会は，構成メンバーが一部重複

しているが，現在，具体的な連携には至っていない。
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（2）都道府県下の市町村の状況

①圏域設定の状況

（参考）広島県障害者プランにおける障害保健福祉圏域

圏域名 市町名

広島障害保健福祉圏域 広島市，安芸高田市，府中町，海田町，熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町

広島西障害保健福祉圏域 大竹市，廿日市市

呉障害保健福祉圏域 呉市，江田島市

広島中央障害保健福祉圏域 東広島市，竹原市，大崎上島町

尾三障害保健福祉圏域 三原市，尾道市，世羅町

福山・府中障害保健福祉圏域 福山市，府中市，神石高原町

備北障害保健福祉圏域 三次市，庄原市

※この圏域は，保健・医療・福祉の総合的な連携を図るため，医療法に基づく広島県保健医療計画の「二次保健医療圏域」
及び老人福祉法・介護保険法に基づく「ひろしま高齢者プラン」の「老人福祉圏域」と同じ圏域とするとともに，各計画
の圏域の見直しの際には連動するものとして設定しています。
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（圏域での取組みが難しい広域で多様な地域）

・県西部には県庁所在地である広島市（政令指定都市），県東部には中核市である福山市が位置している。

また，県北部には中山間地，県南部には瀬戸内海に位置する島しょ部が所在している。

・社会資源は都市部に集中する傾向にあり，中山間地の自治体等は隣接する規模の大きな自治体の福祉サ

ービスに頼っている現状がある。一方で，小さな町では介護保険事業の活用など独自の工夫をしながら

支援体制を構築しているところもある。

・市町村合併が進み80を超える市町村から23市町になったこともあり，障害保健福祉圏域が旧市町村単位

等の生活圏域と連動した一体的な動きが難しい地域もある。

・県の障害者施策の推進拠点は，市町への権限委譲が進んでいることもあり，基本的には本庁一元管理で

ある。

・地域自立支援協議会は，各市町が単独で設置しており，圏域を意識した連携や連動した動きは少ない。

（市町や地元の相談支援事業者の主体性の重視）

・アドバイザー派遣事業については，いわゆる圏域配置型ではなく，派遣型を採用している。これは，担

当圏域を固定せず，課題に応じて複数名のチームを組み活動する体制の方が現時点においては，効果的

であると考えているからである。（現在アドバイザーは９人）こうした体制をとっている背景には，県

やアドバイザーが「地域の個別課題については，市町や地元の相談支援事業者が主体的に考えることを

大切にする」というスタンスを取ってきたことも影響している。

・市町へアドバイザーが入る場合は，まず県庁担当者とアドバイザーでヒアリングに出向き，情報を持ち

帰って，アドバイザー連絡会議でアプローチ方法を組み立てている。その後，派遣依頼に応じたチーム

編成をし，２回目に訪問することで，効果をあげつつある。

（地域自立支援協議会の運営状況）

・市町の主体性を重視しながら，県として後方支援をしているが，地域自立支援協議会の運営状況に格差

が生じている。

・規模の小さな自治体では，障害福祉サービス事業所等が少なく，社会資源開発が進まない状況もある。

一方，大都市は，規模が大きすぎて地域自立支援協議会のイメージが持てないという課題を抱えている。

・規模の小さな自治体等では，相談支援事業への予算的な制約や地域内に指定相談支援事業所がないなど

の理由から，広域で実施したり行政直営で相談支援事業を実施している。そのような自治体では，行政

の窓口対応が中心の相談支援になっていることもあり，個別のニーズや困りごとが把握しにくく，自立

支援協議会が機能しにくい面もあるが，地域自立支援協議会の機能に着目した視点は重要であり，地域

内で機能しているネットワークや共助システムについても評価していく必要がある。

・人口１万人前後の地域がよく見える市町，人口10万程度のソーシャルワークの手ごたえが得やすい市町

の地域自立支援協議会は効果的な運営ができている印象がある。
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2．都道府県自立支援協議会の経過（発展段階に応じて）

概
況

取
組

体
制

（
県

自
立

支
援

協
議

会
の

役
割

）

・
平

成
18

年
度

に
県

自
立

支
援

協
議

会
を

立
ち

上
げ

た
が

，
こ

の
時

点
で

は
，

県
と

し
て

の
明

確
な

ビ
ジ

ョ
ン

は
持

ち
に

く
か

っ
た

。

・
県

自
立

支
援

協
議

会
の

当
初

の
主

な
議

題
は

障
害

福
祉

計
画

の
策

定
で

あ
り

，
計

画
が

で
き

て
し

ま
う

と
開

催
回

数
が

減
っ

て
い

た
。

（
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
支

援
方

策
の

模
索

）

・
県

と
し

て
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
，

運
営

の
円

滑
化

に
向

け
て

ど
の

よ
う

な
支

援
を

す
れ

ば
よ

い
か

，
市

町
は

何
に

困
っ

て
い

る
か

把
握

す

る
た

め
に

，
平

成
19

年
度

か
ら

書
面

に
よ

る
実

態
調

査
を

始
め

た
。（

別
添

１
）

・
調

査
の

結
果

，
書

面
調

査
だ

け
で

は
困

っ
て

い
る

こ
と

の
具

体
的

な
内

容
が

分
か

ら
な

い
た

め
，

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

が
直

接
市

町
に

出
向

い
て

課
題

を
把

握

す
る

こ
と

，
県

と
市

町
が

率
直

に
意

見
交

換
す

る
場

を
設

け
る

こ
と

が
必

要
と

い
う

こ
と

に
気

づ
い

た
。

・
そ

こ
で

，
市

町
，

県
及

び
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

意
見

交
換

を
す

る
機

会
を

設
け

た
り

，
市

町
と

相
談

支
援

事
業

者
等

を
対

象
と

し
た

研
修

会
を

開
催

し
た

。

（
広

域
対

応
と

し
て

の
就

労
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
の

モ
デ

ル
的

立
ち

上
げ

）

・
就

労
支

援
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
必

要
性

に
つ

い
て

県
自

立
支

援
協

議
会

か
ら

の
課

題
提

起
が

あ
り

，
平

成
19

年
度

に
福

山
・

府
中

障
害

保
健

福
祉

圏
域

（
福

山
市

，
府

中
市

，
神

石
高

原
町

）
に

お
い

て
，

モ
デ

ル
的

に
「

就
労

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

」
を

立
ち

上
げ

た
。（

障
害

者
自

立
支

援
特

別
対

策
事

業
の

活
用

）

・
具

体
的

に
は

，
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
を

事
務

局
と

し
て

，
就

労
支

援
に

か
か

わ
る

施
設

・
事

業
所

，
特

別
支

援
学

校
，

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

，

商
工

会
議

所
，

行
政

，
企

業
と

い
っ

た
関

係
者

が
一

同
に

会
し

て
，

定
期

的
な

勉
強

会
を

開
催

し
，

関
係

者
相

互
が

顔
見

知
り

の
関

係
を

作
る

と
と

も
に

情
報

交
換

を
進

め
た

。

県
福

祉
保

健
部

①
障

害
者

支
援

室
　

企
画

グ
ル

ー
プ

→
県

自
立

支
援

協
議

会
の

総
括

②
障

害
者

支
援

室
　

地
域

生
活

支
援

グ
ル

ー
プ

→
相

談
支

援
体

制
整

備
担

当
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

），
相

談
支

援
従

事
者

等
研

修
担

当
（

人
材

育
成

）

（
1
）
第
１
段
階
：
体
制
検
討
期
（
平
成
1
8
年
度
～
1
9
年
度
）
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１
地

域
の

実
態

把
握

，
情

報
の

共
有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
機

能

３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）
機

能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機
能

５
人

材
育

成
機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
各

地
域

の
実

態
把

握

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
支

援

○
就

労
支

援
へ

の
広

域
的

な
対

応
の

必
要

性

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
各

市
町

へ
の

実
態

調
査

の
実

施

○
県

内
市

町
と

県
の

意
見

交
換

（
県

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
活

用
）

○
県

障
害

者
相

談
支

援
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

（
先

進
自

治
体

の
実

践
発

表
，

特
別

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

に
よ

る
講

演
）

○
福

山
・

府
中

障
害

保
健

福
祉

圏
域

（
福

山
市

，
府

中
市

，
神

石
高

原
町

）
に

お
い

て
，

モ
デ

ル
的

に
「

就
労

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

会
議

」
を

立
ち

上
げ

た
。

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
各

市
町

の
相

談
支

援
体

制
等

の
状

況
は

概
ね

把
握

で
き

た
。

○
率

直
な

意
見

交
換

が
で

き
，

セ
ミ

ナ
ー

等
を

通
し

て
一

定
の

意
識

啓
発

が
で

き
た

。

○
教

育
，

福
祉

関
係

者
等

が
集

ま
っ

て
，

顔
の

見
え

る
中

で
お

互
い

の
取

り
組

み
状

況
に

つ
い

て
把

握
が

で
き

た
。

残
さ

れ
た

課
題

○
把

握
し

た
情

報
（

デ
ー

タ
）

を
分

析
し

，
課

題
整

理
す

る
。

○
現

場
の

困
り

感
に

つ
い

て
は

，
書

面
調

査
で

は
把

握
し

に
く

い
。

○
継

続
的

な
支

援
を

実
施

す
る

。
○

県
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

体
制

を
整

備
す

る
。（

当
時

：
２

名
）

○
関

係
者

の
情

報
交

換
，

意
見

交
換

に
留

ま
ら

ず
，

具
体

的
に

協
働

す
る

た
め

の
仕

組
み

を
作

っ
て

い
く

。
○

企
業

側
に

も
魅

力
の

あ
る

研
修

会
等

を
企

画
す

る
。

○
各

市
町

に
設

置
さ

れ
て

い
る

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

「
就

労
支

援
部

会
」

と
の

連
携

に
つ

い
て

考
え

て
い

く
。

○
研

修
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
や

講
師

選
定

等
に

つ
い

て
，

関
係

者
が

任
意

で
集

ま
っ

て
決

め
て

い
た

た
め

，
決

定
プ

ロ
セ

ス
の

透
明

性
に

欠
け

て
い

た
。

予
算

額

H
19

年
度

就
労

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

委
託

費
1,
00

0千
円

（
障

害
者

自
立

支
援

特
別

対
策

事
業

）

Ｈ
19

年
度

研
修

委
託

費
2,
88

6千
円

【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】
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（
2
）
第
2
段
階
：
実
働
期
（
平
成
2
0
年
度
～
平
成
2
1
年
度
）

概
況

○
H
20

年
度

：
相

談
支

援
・

研
修

部
会

及
び

就
労

支
援

部
会

に
よ

る
取

組
み

，
第

２
期

障
害

福
祉

計
画

の
策

定
，

工
賃

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
計

画
の

策
定

○
H
21

年
度

：
相

談
支

援
・

研
修

部
会

及
び

療
育

部
会

に
よ

る
取

組
み

，
障

害
児

療
育

に
係

る
提

言
の

取
り

ま
と

め

（
県

自
立

支
援

協
議

会
の

部
会

活
動

の
始

ま
り

：
相

談
支

援
・

研
修

部
会

）

・
過

去
に

お
い

て
，

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

従
事

者
養

成
研

修
を

県
で

は
実

施
し

な
か

っ
た

時
期

が
あ

り
，

そ
の

際
，

障
害

の
専

門
分

野
を

越
え

て
県

内
の

相
談

支
援

事

業
者

の
有

志
が

集
ま

り
独

自
の

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
す

る
な

か
で

，
平

成

17
年

度
に

は
県

が
実

施
す

る
研

修
が

再
開

さ
れ

た
。

・
し

か
し

，
有

志
が

集
ま

る
任

意
の

検
討

会
で

は
，

そ
の

位
置

付
け

が
不

明
確

で
あ

る
た

め
，

平
成

20
年

度
に

県
自

立
支

援
協

議
会

の
中

に
相

談
支

援
・

研
修

部
会

を

設
置

し
，

フ
ォ

ー
マ

ル
な

位
置

付
け

で
活

動
が

で
き

る
よ

う
に

し
た

。

・
部

会
に

よ
る

人
材

育
成

の
基

本
方

針
と

し
て

「
県

外
講

師
に

頼
ら

ず
，

県
内

の
講

師
や

グ
ル

ー
プ

リ
ー

ダ
ー

で
研

修
を

運
営

す
る

」
こ

と
と

し
て

お
り

，
そ

の
成

果

と
し

て
次

世
代

が
育

ち
，

裾
野

も
広

が
っ

て
い

る
。

研
修

前
に

開
催

し
て

い
る

グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
研

修
も

人
材

育
成

の
効

果
を

期
待

し
た

も
の

で
あ

る
。

全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
全

市
町

に
お

け
る

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

設
置

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

相
互

の
連

携
及

び
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

と
の

緊
密

連
携

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
支

援
○

連
携

方
策

の
検

討

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
設

置
数

の
増

加

残
さ

れ
た

課
題

○
継

続
支

援

予
算

額

H
18

年
度

90
5千

円
（

県
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
費

を
含

む
）

H
19

年
度

81
6千

円
（

県
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
費

を
含

む
）
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取
組

体
制

（
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
事

務
局

機
能

強
化

）

・
第

１
期

に
始

め
た

書
面

に
よ

る
実

態
調

査
や

市
町

，
県

及
び

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
意

見
交

換
会

等
を

ベ
ー

ス
に

し
な

が
ら

，
地

域
の

自
主

性
を

尊
重

し
な

が
ら

進

め
て

き
た

が
，

自
分

た
ち

の
自

立
支

援
協

議
会

が
ど

の
発

展
段

階
に

あ
る

の
か

，
ど

う
い

う
方

向
に

向
か

っ
て

い
る

の
か

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
共

有
し

て
い

く
こ

と
も

大
切

だ
と

気
付

き
始

め
た

。
そ

の
た

め
に

は
，

ま
ず

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

事
務

局
の

中
で

，
行

政
と

相
談

支
援

事
業

者
が

対
話

を
し

，
ビ

ジ
ョ

ン
を

共
有

し
た

り
，

協
働

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
た

。
ま

た
，

相
談

支
援

専
門

員
が

所
属

す
る

法
人

内
の

異
動

等
に

よ
り

代
替

わ
り

が
あ

っ
た

地
域

も
見

受
け

ら
れ

た
。

そ
こ

で
，

市
町

行
政

と
相

談
支

援
事

業
者

が
自

ら
の

地
域

の
あ

り
方

に
つ

い
て

一
緒

に
考

え
ら

れ
る

し
か

け
と

し
て

，
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
発

展
段

階
別

自
己

評
価

，
６

つ
の

機
能

自
己

評
価

を
全

県
で

実
施

し
，

そ
の

結
果

を
比

較
分

析
で

き
る

よ
う

県
か

ら
情

報
提

供
し

た
。

（
別

添
２

）（
別

添
３

）

・
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
か

ら
数

年
が

経
過

し
，

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
活

動
等

を
通

し
て

，
大

切
な

こ
と

に
気

付
き

始
め

て
い

る
。

協
議

会
事

務
局

が
う

ま
く

機
能

し
な

い
と

，
個

別
支

援
会

議
の

報
告

が
さ

れ
て

も
課

題
が

整
理

さ
れ

ず
次

に
活

か
さ

れ
な

い
。

ま
た

，
障

害
の

あ
る

人
の

暮
ら

し
を

支
援

す
る

に
は

，
福

祉
等

の
関

係
者

だ
け

で
な

く
，

様
々

な
関

係
者

を
巻

き
込

む
必

要
が

あ
り

，
そ

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

機
能

や
キ

ー
マ

ン
を

発
掘

し
て

い
く

こ
と

も
必

要
で

あ
る

こ
と

が
分

か
っ

て
き

た
。

こ
の

た
め

，
今

後
は

，
協

議
会

事
務

局
の

中
核

的
な

人
材

育
成

と
，

市
町

単
位

で
選

任
さ

れ
始

め
て

い
る

「
地

域
推

進
員

」
を

重
ね

合
わ

せ
な

が
ら

，
自

助
・

公
助

・
共

助
の

バ
ラ

ン
ス

が
取

れ
た

市
民

全
体

の
ま

ち
づ

く
り

，
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
が

で
き

る
仕

掛
け

を
構

築
す

る
予

定
で

あ
る

。

・
各

市
町

の
横

の
連

携
や

情
報

交
換

が
促

進
さ

れ
る

よ
う

，
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局

連
絡

会
議

を
定

期
的

に
開

催
し

て
い

く
。

県
健

康
福

祉
局

①
障

害
者

支
援

課
　

企
画

グ
ル

ー
プ

→
県

自
立

支
援

協
議

会
の

総
括

，
専

門
部

会
運

営

②
障

害
者

支
援

課
　

自
立

支
援

室
　

地
域

生
活

支
援

グ
ル

ー
プ

→
県

自
立

支
援

協
議

会
専

門
部

会
・

研
修

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の

運
営

→
相

談
支

援
体

制
整

備
担

当
（

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

），
相

談
支

援
従

事
者

等
研

修
担

当

（
人

材
育

成
）
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【
機
能
別
の
具
体
的
な
取
組
み
内
容
】

１
地

域
の

実
態

把

握
，

情
報

の
共

有

機
能

２
地

域
の

相
談

支
援

体
制

の
バ

ッ
ク

ア

ッ
プ

機
能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
各

地
域

の
実

態
把

握
，

各

市
町

間
の

連
携

○
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

増
員

や

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
チ

ー
ム

編
成

の
必

要
性

の
提

言

（
平

成
20

年
度

県
障

害
者

自

立
支

援
協

議
会

「
相

談
支

援
・

研
修

部
会

」
報

告
書

）

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
各

市
町

へ
の

実
態

調
査

の
実

施
（

書
面

・
第

１
期

か
ら

の

継
続

）

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
発

展
段

階
別

自
己

評
価

，
６

つ

の
機

能
自

己
評

価
（

行
政

と

相
談

支
援

事
業

者
が

い
っ

し

ょ
に

評
価

す
る

仕
掛

け
）

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局
連

絡
会

議
に

お
け

る
グ

ル

ー
プ

ワ
ー

ク
の

実
施

○
県

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
体

制
整

備

（
２

名
か

ら
９

名
へ

増
員

）

○
県

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

連
絡

会
議

の
設

置
（

派
遣

戦
略

会
議

，

チ
ー

ム
編

成
）

○
外

部
講

師
（

特
別

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

）
活

用
に

よ
る

研
修

会

の
開

催

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
活

性
化

及
び

地
域

の
中

核
人

材

の
育

成
を

目
的

と
し

た
「

地

域
推

進
員

」
に

つ
い

て
，

県

か
ら

市
町

へ
提

案

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
自

分
た

ち
の

活
動

の
振

り
返

り
の

機
会

が
で

き
た

。

○
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

を
通

し

て
，

県
内

担
当

者
の

顔
の

見

え
る

関
係

づ
く

り
の

第
一

歩

と
な

っ
た

。

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
事

務
局

機
能

に
つ

い
て

考
え

て

い
く

プ
ロ

セ
ス

を
通

し
て

，

協
議

会
の

役
割

や
ま

ち
づ

く

り
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

が

で
き

た
。

○
自

助
，

共
助

，
公

助
の

バ
ラ

ン
ス

を
考

え
な

が
ら

，
地

域

自
立

支
援

協
議

会
事

務
局

は
，

福
祉

の
枠

に
と

ら
わ

れ

な
い

地
域

を
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー

ト
し

て
い

く
よ

う
な

戦
略

的

な
動

き
が

必
要

で
は

な
い

か

と
い

う
こ

と
に

気
付

い
た

。

残
さ

れ
た

課
題

○
各

市
町

の
取

組
み

状
況

を
具

体
的

に
伝

え
て

い
く

た
め

に

情
報

発
信

を
し

て
い

く
。

○
地

域
推

進
員

の
イ

メ
ー

ジ
の

具
体

化
及

び
定

着
さ

せ
る

た

め
の

仕
掛

づ
く

り

○
市

町
間

の
意

見
交

換
，

情
報

交
換

を
よ

り
促

進
さ

せ
る

た

め
，

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
等

を

企
画

す
る

。

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
支

援
か

ら
運

営
支

援

へ
シ

フ
ト

し
つ

つ
あ

る
県

ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

役
割

や
方

向

性
に

つ
い

て
，

関
係

者
で

共

有
し

て
い

く
。

○
相

談
支

援
や

個
別

支
援

会
議

を
充

実
さ

せ
て

い
く

た
め

の

人
材

育
成

や
そ

の
質

の
評

価

を
ど

う
す

る
か

。

予
算

額
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３
全

都
道

府
県

的
課

題
の

抽
出
（

整
理

）

機
能

４
広

域
・

専
門

的
相

談
支

援
の

調
整

機

能

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
就

労
支

援
へ

の
広

域
的

な

対
応

の
必

要
性

○
専

門
相

談
に

お
け

る
役

割

分
担

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
福

山
・

府
中

障
害

保
健

福
祉

圏
域

に
お

い
て

立
ち

上
げ

た

「
就

労
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
」

を
引

き
続

き
運

営

○
平

成
21

年
度

末
に

は
，

尾
三

障
害

保
健

福
祉

圏
域

に
お

い

て
就

労
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

会
議

を
立

ち
上

げ
予

定

○
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

「
就

労
支

援
部

会
」

に
お

け
る

広
島

県
工

賃
ス

テ
ッ

プ
ア

ッ

プ
計

画
の

策
定

○
発

達
障

害
者

支
援

セ
ン

タ
ー

や
高

次
脳

機
能

セ
ン

タ
ー

に

お
け

る
専

門
相

談
の

実
施

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

議
主

催
の

研
修

会
に

は
，

企
業

の
方

に

も
参

加
し

て
い

た
だ

い
た

。

○
教

育
，

福
祉

関
係

者
等

が
集

ま
っ

て
，

顔
の

見
え

る
中

で

お
互

い
の

取
り

組
み

状
況

に

つ
い

て
把

握
が

で
き

た
。

残
さ

れ
た

課
題

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

事
務

局
連

絡
会

議
を

継
続

的
に

開

催
し

，
地

域
課

題
等

に
つ

い

て
集

約
を

し
て

い
く

。

○
必

要
に

応
じ

て
圏

域
ご

と
に

連
絡

会
議

を
設

け
，

広
域

的

課
題

等
を

集
約

し
，

県
障

害

者
自

立
支

援
協

議
会

へ
報

告

す
る

仕
組

み
に

つ
い

て
検

討

し
て

い
く

。

○
相

談
支

援
・

研
修

部
会

の
事

務
局

機
能

を
充

実
し

，
地

域

課
題

の
整

理
，

ア
ド

バ
イ

ザ

ー
の

活
用

な
ど

に
つ

い
て

検

討
し

て
い

く
。

○
関

係
者

の
情

報
交

換
，

意
見

交
換

に
留

ま
ら

ず
，

具
体

的

に
協

働
す

る
た

め
の

仕
組

み

づ
く

り

○
企

業
側

に
も

魅
力

の
あ

る
研

修
会

等
を

企
画

す
る

。

○
各

市
町

に
設

置
さ

れ
て

い
る

地
域

自
立

支
援

協
議

会
の

「
就

労
支

援
部

会
」

と
の

連

携
を

進
め

る
。

○
専

門
相

談
に

つ
い

て
の

，
市

町
に

お
け

る
一

次
相

談
の

充

実
。

予
算

額

就
労

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

委
託

費

H
20

年
度

1,
00

0千
円

H
21

年
度

2,
00

0千
円

（
障

害
者

自
立

支
援

特
別

対
策

事
業

）
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５
人

材
育

成
機

能

全
体

こ
の

時
期

の
課

題
（

取
組

み
の

き
っ

か
け

）

○
障

害
分

野
の

枠
を

越
え

て

任
意

に
研

修
検

討
に

関
わ

る
相

談
支

援
事

業
者

の
取

組
み

を
継

承
し

，
発

展
さ

せ
る

た
め

の
フ

ォ
ー

マ
ル

な
位

置
づ

け
の

組
織

の
必

要
性

○
全

市
町

に
お

け
る

地
域

自

立
支

援
協

議
会

の
設

置

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

相

互
の

連
携

及
び

県
障

害
者

自
立

支
援

協
議

会
と

の
緊

密
連

携

具
体

的
な

取
組

み
内

容
・

経
過

○
県

障
害

者
自

立
支

援
協

議
会

「
相

談
支

援
・

研
修

部
会

」
の

下
部

組
織

に
，

研
修

の
ワ

ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
を

設
置

し
，

任
意

で
行

っ
て

き
た

検
討

会

を
フ

ォ
ー

マ
ル

に
な

も
の

に

位
置

付
け

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
立

ち
上

げ
支

援

○
連

携
方

策
の

検
討

具
体

的
な

取
組

み
成

果

○
演

習
グ

ル
ー

プ
の

リ
ー

ダ
ー

研
修

を
行

う
な

ど
，

地
域

の

中
核

人
材

を
育

成
し

て
い

く

た
め

の
仕

掛
け

が
で

き
た

。

○
県

と
し

て
も

，
人

材
育

成
の

重
要

性
に

つ
い

て
よ

り
意

識

す
る

よ
う

に
な

っ
た

。

○
地

域
自

立
支

援
協

議
会

の
設

置
数

が
増

加
し

た
。

残
さ

れ
た

課
題

○
現

在
，
県

が
実

施
し

て
い

る
相

談
支

援
従

事
者

研
修

及
び

サ

ー
ビ

ス
管

理
責

任
者

以
外

の

県
独

自
研

修
の

実
施

の
検

討

（
個

別
支

援
会

議
の

進
め

方
，

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

等
）

○
研

修
講

師
や

グ
ル

ー
プ

リ
ー

ダ
ー

な
ど

長
期

間
に

わ
た

り

研
修

に
携

わ
っ

て
い

る
人

に

過
重

な
負

荷
が

か
か

ら
な

い

よ
う

な
工

夫
や

体
制

整
備

が

必
要

で
あ

る
。

○
継

続
支

援
を

実
施

す
る

。

予
算

額

Ｈ
20

年
度

研
修

委
託

費

2,
31

5千
円

Ｈ
21

年
度

研
修

委
託

費

2,
24

1千
円

H
20

年
度

76
4千

円

（
県

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

事
業

費
を

含

む
）

H
21

年
度

83
6千

円

（
県

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

事
業

費
を

含

む
）
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3．広島県の取り組みをふまえて（コメント）

○広島県の都道府県自立支援協議会は，当初は主に障害福祉計画策定の意見照会をするための会議体でした。

○しかし，国から示された機能を参考にしながら，「①地域の実態把握，情報の共有機能」を果たすために，県

として書面による実態調査やアドバイザーに同行した市町訪問を行う中で，次第に，「市町行政や地域の相談

支援事業者が情報交換し，自らの地域のあり方について主体的に考える必要がある」ことに気づき，情報の

共有の場としてのセミナー等を開催するようになりました。

○その中で市町や相談支援事業者の力量のばらつきが明らかになると，「①地域の実態把握，情報の共有機能」

の一環として，行政と相談支援事業者が一緒に地域自立支援協議会の発展段階，６つの機能を自己評価する

機会を設け，その結果を全県にフィードバックしました。

○また，「②地域の相談支援体制のバックアップ機能」を果たすために，福祉を通して地域全体のまちづくりを

考え，福祉とともに地域も強い力をつけるための人材として「地域推進員」を構想し，県から市町へ提案し

て，現在具体化に向けた検討を進めています。

○一方，「⑤人材育成機能」については，以前から障害種別をこえた相談支援事業者の有志が研修検討会を立ち

上げてきた動きをフォローし，県自立支援協議会「相談支援・研修部会」のワーキンググループとして位置

づけ，その活動をオーソライズしました。

○ここで検討されたプログラム内容は，現場実践に即したものとして相談支援専門員の視点を転換させる効果

を上げています。相談支援従事者初任者研修の演習に当たっては，生事例を活用していることも特徴です。

また，人材育成の基本方針として「県外講師に頼らず県内講師，グループリーダーで研修を運営する」こと

を徹底してきた成果として，次世代が育ち，裾野も広がりつつあります。

○また，「④広域・専門的相談支援の調整機能」については，特別対策事業費を活用して，県内の喫緊の課題で

あった就労支援に取り組み，モデル圏域での「就労支援ネットワーク会議」の立ち上げ，運営，工賃ステッ

プアップ計画の策定等の一定の成果を挙げています。

○発達障害や高次脳機能障害などの専門相談については，センター事業を民間に委託して対応していますが，

相談が過度に集中しているため，市町における一次相談の充実は，重要な課題となっています。

○これらの取り組みを積み上げてきた結果として，地域自立支援協議会の事務局機能強化の必要性という次に

取り組むべき課題が明確になっており，この課題の解決過程で，県の都道府県自立支援協議会の機能として，

「③全都道府県的課題の抽出（整理）機能」が充実されていくことが期待されます。

○このような取り組みが可能になったのは，アドバイザーや県自立支援協議会へ参画する人が，現場の中で気

付いたことなどを出し合い，具体的な提案をしていった結果，県としてもそのことを受け止め，県全体とし

ての取り組みにつなげていったことがあります。
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①市町行政，地域の相談支援事業者が自らの地

域の課題に主体的に取り組むことを前提とす

る。

②アドバイザーは地域自立支援協議会の運営に

ついては，①のことからも後方支援に徹し，

地域の人の力を引き出したり，気付きを促す

ことを重要視している。

今後は，個別支援会議への支援等，その活動

の幅を広げていく。

③県行政は，市町行政，地域の相談支援事業者，

アドバイザーが活動しやすいような環境を整

備する。（主体的にかかわる）

県としての考え方

・圏域担当のアドバイザーは設置せず，市町のニー

ズに応じたチーム対応とする。

・地域自立支援協議会の事務局機能に着目し，中核

人材の育成や福祉に限定しないまちづくりを進め

る「地域推進員」を育成する。

・県障害者自立支援協議会「相談支援・研修部会」

の下部組織に，研修のワーキンググループを設置

し，公的な場で関係者の合意形成した上で人材育

成を進めている。

・研修運営の担い手を県内から確保することを徹底

している。

・市町の実態把握，相互の情報共有のため，書面に

よる実態調査や市町担当者・相談支援事業者を集

めたセミナー等を実施している。

・アドバイザーの市町への訪問等に県担当者が同行

する等，市町の主体的な取り組みを前提としなが

らも県も主体的に体制整備に参画している。

主な取り組み内容

○具体的な取り組みの成果が出るまでには時間がかかるかもしれませんが，県が明確な方針を示し，県内の町

村，相談支援事業者，アドバイザー，関係機関等に共通の目標を持たせ，それぞれのミッションにあわせた

取り組みを働きかけていくことが重要といえます。

○これからはアドバイザーの活動をとおして，市町での対応を超えた課題などが顕在化すると予想され，「③全

都道府県的課題の抽出（整理）機能」「④広域・専門的相談支援の調整機能」を中心とした県レベルでの事務

局機能（羅針盤機能）の充実がポイントになると考えられています。
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